
 

 

食品安全基本法第２１条第１項に規定する基本的事項 

 

平成２４年６月２９日 

閣 議 決 定 

 

食品安全基本法（平成１５年法律第４８号。以下「法」という。）は、食品の

安全性の確保についての基本理念として、国民の健康の保護が最も重要である

という基本的認識の下に、食品供給行程の各段階において、国際的動向及び国

民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づき、必要な措置が講じられなけれ

ばならないことを明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定

め、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することとしている。 

 政府は、基本理念にのっとり、消費者安全の確保の観点を踏まえつつ、法第

１１条から第２０条までに定める基本的な方針を具体化するため、法第２１条

第１項の規定に基づき、以下のとおり、必要な措置の実施に関する基本的事項

を定める。 

 

第１ 食品健康影響評価の実施（法第１１条関係） 

１ 基本的考え方 

（１）食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、人の健康に悪

影響を及ぼすおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因であ

って、食品に含まれるおそれがあるもの、又は人の健康に悪影響を及ぼ

すおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な状態であって、食品

が置かれるおそれがあるもの（以下「危害要因等」という。）が当該食

品の摂取を通じて人の健康に及ぼす影響についての評価（以下「食品健

康影響評価」という。）が施策ごとに行われなければならない。 

 また、食品健康影響評価は、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公

正に行われなければならない。 

 

（２）食品健康影響評価の実施に当たっては、農林水産物の生産から食品の

販売に至る一連の国の内外における食品供給の行程（以下「食品供給行

程」という。）の各段階について、特に以下の点に留意しなければなら

ない。 

① 農林水産物の生産段階 

農林水産物の生産段階については、 

・使用される肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品等の
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生産資材や、Ｏ１５７、プリオン、カドミウム、放射性物質等の

生物学的、化学的若しくは物理的な要因が最終食品に残留し、又

は作用し、その食品の摂取を通じてこれらの要因が人の健康に及

ぼす可能性がある影響についての評価・当該農林水産物が置かれ

る可能性がある生物学的、化学的又は物理的な状態が最終食品の

摂取を通じて人の健康に及ぼす可能性がある影響についての評

価が行われなければならない。 

② 食品の製造・加工段階 

食品の製造・加工段階については、 

・使用される原料、添加物、器具、容器包装若しくは洗浄剤に含ま

れ、又は原料等から生成する可能性がある生物学的、化学的若し

くは物理的な要因が最終食品に残留し、又は作用し、その食品の

摂取を通じてこれらの要因が人の健康に及ぼす可能性がある影

響についての評価・当該食品が置かれる可能性がある生物学的、

化学的又は物理的な状態が最終食品の摂取を通じて人の健康に

及ぼす可能性がある影響についての評価が行われなければなら

ない。 

③ 食品の流通・販売段階 

食品の流通・販売段階については、 

・使用される器具、容器包装等に含まれ、又は当該食品から生成す

る可能性がある生物学的、化学的若しくは物理的な要因が当該食

品に残留し、又は作用し、当該食品の摂取を通じてこれらの要因

が人の健康に及ぼす可能性がある影響についての評価 

・当該食品が置かれる可能性がある生物学的、化学的又は物理的な

状態が当該食品の摂取を通じて人の健康に及ぼす可能性がある

影響についての評価が行われなければならない。 

  

（３）法第２４条第１項各号に掲げる関係各大臣が食品安全委員会の意見を

聴かなければならない場合については、国の内外における最新の科学的

知見を踏まえ、及び関係法令（告示を含む。）の改正に対応し、適切に

見直しを行う。 

 

（４）食品安全委員会は、緊急を要する事項については、当該事項に係る食

品健康影響評価を優先的に行う。 

 

（５）関係各大臣は、法第２４条第１項各号に掲げる場合以外の場合におい



 

 

ても、所管法令（告示を含む。以下同じ。）に基づく施策が食品の安全

性の確保に関するものであるかどうかについて十分に検討し、食品安全

委員会に対し、適切に食品健康影響評価の実施を要請する。 

 

（６）食品安全委員会は、国の内外における科学的知見及び食品の安全性の

確保に関する情報の収集・分析又は国民からの意見等に基づき、人の健

康に悪影響が及ぶおそれがあると認められる場合には、自らの判断によ

り食品健康影響評価を行う。 

 なお、食品安全委員会は、自らの判断により食品健康影響評価を行う

べき対象について、定期的に点検する。 

 

２ 例外措置の具体的内容 

食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、以下に掲げる場

合を除き、食品健康影響評価が行われなければならない。 

 

（１） 当該施策の内容からみて食品健康影響評価を行うことが明らかに必

要でない場合 

 具体的には、食品健康影響評価の定義を踏まえ、適切に判断する。例

としては、以下の①から③が該当する。 

① 使用の実態がないことによる添加物の指定の取消し、食用に係る動

物が暴露される可能性のない動物用の医薬品の承認など、危害要因

等と直接的には関係がなく、食品健康影響評価の結果を反映して策

定することができない施策 

② 食品健康影響評価の結果に基づいて策定された施策に対する違反

行為を取り締まるための措置（例えば、残留農薬基準等に違反した

場合における廃棄命令） 

③ 人の健康に影響を及ぼさない、試験法の変更及び試験法に係る規格

の明確化などの措置 

 

（２）人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかである場合 

 例としては、以下の①及び②が該当する。 

① 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第６条各号に掲げる、食

品の腐敗、有毒又は有害な物質の混入、病原微生物による汚染の場

合 

② 食品安全委員会が既に食品健康影響評価の結果を有している評価

対象について新たな科学的知見の存在が確認されない場合、食用及



 

 

び飼料の用に供される農作物並びに食用に係る動物に使用されて

いないことを前提として農薬、動物用の医薬品及び飼料添加物の残

留基準を削除する場合 

 

（３） 人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、又は抑制するため緊急を要

する場合で、あらかじめ食品健康影響評価を行ういとまがないとき 

 この場合に該当するかどうかについては、関係各大臣が、原則に対す

る例外措置であることを十分に考慮して判断する。 

 なお、関係各大臣は、当該施策の策定後速やかに、食品安全委員会に

対し、この場合に該当する旨を報告し、事後的に食品健康影響評価を要

請しなければならない。この場合、必要に応じ、当該食品健康影響評価

の結果を踏まえて、施策の見直しを行う。 

 

３ 食品健康影響評価の円滑な実施を図るための手順及び手法等 

（１）食品健康影響評価の開始前 

① 関係各大臣が食品安全委員会の意見を聴く場合 

ア 個別の食品健康影響評価の目的、対象及び作業内容について、

事前に、食品安全委員会及び消費者庁、厚生労働省、農林水

産省、環境省その他のリスク管理措置（食品の安全性の確保

に関する規制や指導等を行うことをいう。以下同じ。）を講

ずる行政機関の相互間において共通の理解を得ることとする。 

イ 消費者庁、厚生労働省、農林水産省、環境省その他のリスク

管理措置を講ずる行政機関は、アの趣旨を十分踏まえた上で

食品安全委員会の意見を聴くこととし、その際には最新の科

学的知見など、食品健康影響評価に必要な資料を提出すると

ともに、食品健康影響評価の結果に基づき講じようとするリ

スク管理上の対応の明確化に努める。 

② 食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を行う場合 

食品安全委員会は、自ら食品健康影響評価を行う場合には、当該評

価事項の決定に当たり、関係者相互間における情報及び意見の交換

を行うよう努める。 

③ 食品健康影響評価に関するガイドラインの作成 

食品安全委員会は、食品健康影響評価に必要なデータの明確化を図

るため、危害要因等に応じた食品健康影響評価に関するガイドライ

ンを作成し、必要に応じて見直しに努める。 

 



 

 

（２）食品健康影響評価の実施時 

① 食品安全委員会は、食品健康影響評価の実施に当たっては、評価事

項の内容等に応じ、海外のリスク評価機関との連携に努める。 

② 食品安全委員会は、食品健康影響評価に用いた情報をホームページ

等の多様な手段を用いて公表する。その際、個人情報、知的財産に

かかわる情報等の保護に十分配慮しなければならない。 

③ 食品安全委員会は、食品健康影響評価に関する専門調査会における

結論については、原則として国民からの意見募集を行うとともに、

出された意見及びそれへの対応を公表する。 

 

（３）食品健康影響評価の終了後 

① 食品安全委員会は、食品健康影響評価を終了した場合には、遅滞な

く、その結果を関係各大臣に通知するとともに、ホームページ等の

多様な手段を用いて公表しなければならない。 

② 食品安全委員会は、必要に応じ、食品健康影響評価の結果をわかり

やすく解説し、ホームページ等の多様な手段を用いて公表する。 

③ 食品安全委員会は、緊急暫定的なリスク管理措置の実施に当たり食

品健康影響評価を実施した場合には、当該措置の実施状況及びその

後の科学的知見について、十分把握するよう努める。 

 

（４）食品健康影響評価の手法 

食品安全委員会は、定量的な食品健康影響評価に重点を置いて、食

品健康影響評価の手法の検討を進める。 

 

４ 食品安全委員会の行う勧告等 

（１）勧告 

① 食品安全委員会は、食品健康影響評価の結果に基づき、必要に応じ、

食品の安全性の確保のため講ずべき施策について内閣総理大臣を通

じて関係各大臣に勧告する。 

② 食品安全委員会は、食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施

策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣

を通じて関係各大臣に勧告する。 

③ 食品安全委員会は、①及び②の勧告をした場合には、その内容をホ

ームページ等の多様な手段を用いて公表するとともに、関係各大臣

は、これらの勧告に基づき講じた施策について食品安全委員会に報

告しなければならない。 



 

 

 

（２）意見 

① 食品安全委員会は、食品の安全性の確保に関する施策を適切に推進

する観点から、食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する重

要事項を調査審議し、必要に応じ、消費者庁、厚生労働省、農林水

産省、環境省、地方公共団体等の関係行政機関の長に意見を述べる。 

② 食品安全委員会は、①の意見を述べた場合には、その内容をホーム

ページ等の多様な手段を用いて公表するとともに、関係行政機関は、

当該意見に基づき講じた施策について食品安全委員会に報告する。 

 

第２ 国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響評価の結果に基づいた施

策の策定（法第１２条関係） 

（１）食品の安全性の確保に関する施策は、国民の健康の保護が最も重要で

あるという基本的認識の下に、国民の食生活の状況、国際貿易ルールと

の整合性、選択肢となる措置の実行可能性及び費用等を考慮するととも

に、食品健康影響評価が行われたときは、その結果に基づいて、行われ

なければならない。 

 

（２）食品の安全性の確保を図る観点から、食品衛生法等に基づき、食品等

について必要な規格及び基準の整備を進める。 

 平成１５年の食品衛生法等の改正により、既存添加物について安全性

に問題がある場合には既存添加物名簿から消除することができるよう

になったほか、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用の医薬品

についていわゆるポジティブリスト制（残留基準が設定されていない農

薬、飼料添加物及び動物用の医薬品が一定量以上含まれる食品の流通を

原則として禁止する制度）が導入されるとともに、いわゆる健康食品に

ついて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の

危害の発生を防止するため必要があるときには、食品としての販売を禁

止することができるようになった。引き続き、これらの各制度について、

その適切な実施を図る。 

 

（３）食品衛生法等に基づく食品等の規格及び基準等が遵守されるよう、監

視、指導及び調査の実施等に努める。 

 平成１５年の食品衛生法等の改正により、食品衛生に関する監視指導

の実施に関する指針（平成１５年厚生労働省告示第３０１号）に基づき、

各都道府県等の地域の実状や輸出国における生産地の事情等を踏まえ



 

 

た都道府県等食品衛生監視指導計画及び輸入食品監視指導計画が策定

されることとなった。引き続き、これらに従い、国内に流通する食品及

び輸入食品の適切な監視指導の実施を図る。 

 このほか、輸入農産物の残留農薬調査の結果の公表等を通じ、食品関

連事業者の自主検査等の取組を促進する。 

 

（４）消費者庁は、食品に起因する消費者事故について、消費者被害の発生

又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置

がある場合であるか否かを迅速に確定し、他の法律の規定に基づく措置

がない場合にあっては、消費者安全法（平成２１年法律第５０号）の規

定に基づく勧告及び命令等を行うことにより対応する。 

 

（５）研修の実施等を通じ、リスク管理にかかわる人材について、専門性の

一層の充実を図る。 

 

第３ 情報及び意見の交換の促進（法第１３条関係） 

１ 基本的考え方 

（１）食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、当該施策の策

定に国民の意見を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保す

るため、関係者相互間の情報及び意見の交換（以下「リスクコミュニケ

ーション」という。）の促進を図るために必要な措置が講じられなけれ

ばならない。 

 

（２）消費者庁及び食品安全委員会並びに厚生労働省、農林水産省、環境省

その他のリスク管理措置を講ずる行政機関は、相互に連携して、国民に

対し、当該施策に関する適切な情報の提供及び丁寧な説明、当該施策に

ついて意見を述べる機会の付与等の取組を推進していくことにより、リ

スクコミュニケーションの更なる促進を図る。 

 その際には、高齢者や子どもも含め、情報の受け手及び意見を述べる

主体である消費者に配慮するものとする。 

 

（３）リスクコミュニケーションの促進に当たっては、その目的を明確にす

るとともに、対応すべき危害要因等の認知から食品の安全性の確保に関

する施策の策定に至る過程を通じて図るよう努める。 

 

２ リスクコミュニケーションの方法 



 

 

（１）食品安全委員会は、専門調査会及びワーキンググループを含め、会議

を原則として公開で開催するとともに、その議事録及び提出資料を原則

としてホームページ等で公開するほか、食品健康影響評価の結果、勧告、

意見等について、その内容をホームページ等で公表することにより、国

民に対する情報の提供に努める。 

 また、食品健康影響評価の結果の公表に当たっては、必要に応じ、評

価の開始から結果に至る過程及び評価の結果について、消費者等の理解

を促進するよう、わかりやすく解説する。 

 このほか、食品安全委員会は、その運営について国民の理解を深める

ため、適宜、食品健康影響評価、リスクコミュニケーション等の実施状

況を取りまとめ、公表する。 

 

（２）消費者庁、厚生労働省、農林水産省、環境省その他のリスク管理措置

を講ずる行政機関は、食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっ

て、関係審議会への幅広い関係者の参画に加え、当該施策に関する適切

な情報の提供、いわゆるパブリック・コメント手続（規制の設定又は改

廃に係る意見提出手続）の実施、意見交換会の開催など、リスクコミュ

ニケーションの促進を図るために必要な措置を講ずる。 

 また、消費者庁、厚生労働省、農林水産省、環境省その他のリスク管

理措置を講ずる行政機関は、他のリスク管理措置を講ずる行政機関及び

地方公共団体と相互に協力しつつ、食品の安全性の確保に関する情報を

収集するとともに、食品の安全性に関する国民の知識と理解を深めるた

め、適切な情報の提供に努める。 

 

３ リスクコミュニケーション全体に係る総合的マネージメント 

消費者庁は、リスクコミュニケーションについて食品安全委員会及び厚生

労働省、農林水産省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関が行

う事務の調整を担う。 

 また、消費者庁及び食品安全委員会並びに厚生労働省、農林水産省、環境

省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関は、相互に連携して、食品の安

全性の確保に関する消費者等との意見交換会を開催する等により、他の分野

におけるリスクコミュニケーションの経験も生かしつつ、政府全体として、

食品の安全性の確保に関する望ましいリスクコミュニケーションの在り方

を検討する。 

さらに、消費者庁及び食品安全委員会並びに厚生労働省、農林水産省、環

境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関は、相互に連携して、消費者、



 

 

生産者、流通業者、加工業者等幅広い関係者を対象とした横断的なリスクコ

ミュニケーションを促進する。 

 

第４ 緊急の事態への対処等に関する体制の整備等（法第１４条関係） 

１ 基本的考え方 

食品の摂取を通じた人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生ずるおそれ

がある緊急の事態（以下「緊急事態」という。）への対処に当たっては、国

民の健康への悪影響を未然に防止することが最も重要であるという認識の

下に、司令塔としての消費者庁が、食品安全委員会及び厚生労働省、農林水

産省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関と十分な連絡及び連

携を図りつつ、食品の生産から消費に至るまで（いわゆる「農場から食卓ま

で」）のフードチェーンを通じ、人の健康に係る重大な被害の発生に関する

情報の収集及び状況の把握を一元的に行う。 

また、緊急事態が発生した場合には、消費者庁は、一元的に集約・分析し

た情報を基に、消費者被害の拡大防止の観点から司令塔として迅速に対応方

針を決定するとともに、食品安全委員会及び厚生労働省、農林水産省、環境

省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関との連携の下、消費者、食品関

連事業者等に対し、適切かつ迅速に情報を提供するよう努める。 

 

２ 緊急時の情報連絡体制 

緊急事態の発生に備えて、平時から、都道府県、保健所設置市、特別区、

関係団体等を通じ、食品事故の発生等の危害情報の収集、整理及び活用を図

るための体制を整備し、必要に応じて見直す。 

 消費者庁は、緊急事態として同庁並びに食品安全委員会及び厚生労働省、

農林水産省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関の相互間にお

ける通報を要する場合を明確にするとともに、そのルートの確立を図り、必

要に応じて見直す。 

 

３ 緊急対策本部の設置等 

内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）第１１条の２の特命担当大臣は、

緊急事態の発生に際し、政府全体として総合的に対処する必要があると認め

る場合には、関係各大臣との協議を行い、必要に応じ、緊急対策本部を適切

に設置する。 

 この場合、消費者庁は、緊急対策本部に係る事務を適切に処理するととも

に、関係省庁が連携して対応する必要があると判断される場合は、連携の在

り方を調整し関係省庁に指示する。 



 

 

また、消費者庁並びに食品安全委員会及び厚生労働省、農林水産省、環境

省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関は、緊急事態に対応するために

必要な組織体制の整備を図る。 

 

４ 緊急時対応の方法及び緊急時対応マニュアルの作成 

緊急事態の発生に備えて、消費者庁並びに食品安全委員会及び厚生労働省、

農林水産省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関は、相互に連

携して、緊急時における国の対処の在り方等に関するマニュアル（以下「緊

急時対応マニュアル」という。）を作成し、公表するとともに、主要な危害

要因等については、個別に、緊急時対応マニュアルを作成し、公表する。 

 

第５ 関係行政機関の相互の密接な連携（法第１５条関係） 

１ 基本的考え方 

（１）食品健康影響評価は、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に行

われなければならないことから、消費者庁、厚生労働省、農林水産省、

環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関から独立し、専門家で

構成される行政機関である食品安全委員会において行うこととされて

いる。 

 他方、食品健康影響評価の結果に基づき具体的なリスク管理措置を講

ずるに当たっては、食品安全委員会と消費者庁、厚生労働省、農林水産

省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関及びリスク管理措

置を講ずる行政機関相互の連携を図ることが重要である。 

 また、食品健康影響評価及びリスク管理について、それらの公正性及

び透明性を確保するためには、消費者庁及び食品安全委員会並びに厚生

労働省、農林水産省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関

が相互に連携してリスクコミュニケーションの促進を図ることが必要

である。 

 このため、食品健康影響評価、リスク管理及びリスクコミュニケーシ

ョンの促進に関し、食品安全委員会並びに消費者庁及び厚生労働省、農

林水産省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関の相互間の

連携の強化を図る。 

 

（２）食品安全委員会並びに消費者庁及び厚生労働省、農林水産省、環境省

その他のリスク管理措置を講ずる行政機関は、研修の実施等により食品

の安全性の確保に係る人材を育成するなど、食品の安全性の確保に関す

る施策が全体として整合的に行われるように努める。 



 

 

 

（３）食品安全委員会は、必要があると認めるときは、食品の安全性の確保

のため講ずべき施策に関する重要事項を調査審議し、関係行政機関の長

に意見を述べる。 

 

（４）関係府省連絡会議、地方公共団体との連絡会議を定期的に開催する。 

 

２ 食品安全委員会と消費者庁、厚生労働省、農林水産省、環境省その他の

リスク管理措置を講ずる行政機関との連携 

食品安全委員会は、消費者庁、厚生労働省、農林水産省、環境省その他の

リスク管理措置を講ずる行政機関との間で取決めた連携及び政策調整の具

体的な手法（食品安全委員会が食品健康影響評価を行う際のリスク管理措置

を講ずる行政機関との連携、リスク管理措置を講ずる行政機関が食品健康影

響評価の結果に基づいてリスク管理措置を講ずる際の食品安全委員会との

連携、食品の安全性の確保に関する情報の共有など）について、公表する。

また、これらについて必要に応じて見直す。 

 

３ リスク管理措置を講ずる行政機関相互の連携 

食品供給行程の各段階において講じられるリスク管理措置は、消費者庁、

厚生労働省、農林水産省、環境省等の関係各省が所管法令に基づき総合的に

実施するほか、地方公共団体が、国との適切な役割分担を踏まえて、それぞ

れの区域の自然的経済的社会的諸条件に応じて実施するものであり、実施主

体が多岐にわたっている。 

このため、リスク管理措置の実施に当たっては、地方公共団体を含むリス

ク管理措置を講ずる行政機関相互間の密接な連携を図る必要がある。このよ

うな観点から、リスク管理措置を講ずる行政機関相互間における連携の強化

を図るために設けられた仕組みに基づき、今後も、リスク管理措置を講ずる

行政機関相互の連絡及び協力を着実に実施する。 

 

第６ 試験研究の体制の整備等（法第１６条関係） 

１ 基本的考え方 

食品の安全性の確保を図るためには、最新の科学的知見に基づく施策の策

定が必要である。このため、試験研究の体制の整備、研究開発の推進及びそ

の成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置を講ずることにより、科学

的知見の充実に努める。 

 



 

 

２ 試験研究の体制の整備 

最新の科学的知見に対応し得る試験研究の体制の整備を図る。 

 

３ 研究開発の推進 

（１）食品の安全性の確保の観点から研究開発における重点課題を明確にし

つつ、食品の安全性の確保に関する研究開発の更なる推進及び強化を図

る。 

 また、研究開発の推進及び強化に当たっては、食品の安全性の確保に

関連する各分野における知見を結集するため、食品安全委員会及び消費

者庁、厚生労働省、農林水産省、環境省その他のリスク管理措置を講ず

る行政機関において密接な連携を図るとともに、地方公共団体、民間等

の能力も活用することとする。 

 

（２）食品安全委員会及び食品の安全性の確保に関する試験研究を行う試験

研究機関は、試験研究の推進に関し、十分な意思疎通を図る。 

 

４ 研究開発の成果の普及 

食品の安全性の確保に関する研究開発の成果を広く国民に普及させるた

め、当該成果について、専門誌への掲載、平易な言葉による国民への発表等

の取組を推進するとともに、食品安全委員会及び消費者庁、厚生労働省、農

林水産省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関合同によるシン

ポジウムの開催、技術指導、研究報告書の配布等を行う。 

 

５ 研究者の養成及び確保 

食品の安全性の確保に関する施策の策定に必要な科学的知見を充実させ

るためには、食品の安全性の確保に関する高度な専門的知識を有する者を養

成し、これを確保することが不可欠であることから、食品健康影響評価及び

リスクコミュニケーションに係る専門家を対象とする研究会等を開催する

とともに、海外の研究者及び専門家の招へい、研究者の海外派遣等を行  

う。 

 

第７ 国の内外の情報の収集、整理及び活用等（法第１７条関係） 

１ 基本的考え方 

（１）国民の食生活を取り巻く環境の急速な変化に対応し、国民の健康への

悪影響の未然防止という基本理念の実現に資するよう、食品の安全性の

確保のために必要な措置の適切かつ有効な実施を図るため、国の内外に



 

 

おける食品の安全性の確保に関する情報の収集、整理及び活用その他の

必要な措置を講ずる。 

 

（２）政府が収集し保有している食品の安全性の確保に関する情報について

は、広く一般に公表する。その際、個人情報、知的財産にかかわる情報

等の保護に十分配慮しなければならない。 

 

（３）今後、国内において人の健康に対する被害の発生が予想されるような

危害要因等については、被害の程度、対処の方法等に関し、国民への適

切な情報の提供に努める。 

 

（４）食品安全委員会及び消費者庁並びに厚生労働省、農林水産省、環境省

その他のリスク管理措置を講ずる行政機関の相互間において、食品の安

全性の確保に関する情報のより一層の共有を図る。 

 

２ 情報収集の対象範囲 

１の基本的考え方を踏まえ、関係行政機関、外国政府等海外の関係公的機

関、医療機関等関係機関、関係学会、関係団体、新聞等マスメディア、学術

専門誌、インターネット等を通じ、広く国の内外における食品の安全性の確

保に関する情報について、その収集、整理及び活用等を行う。 

 

３ 食品安全委員会における一元的な情報収集の実施等 

（１）食品安全委員会は、国の内外における食品の安全性の確保に関する情

報を、消費者庁並びに厚生労働省、農林水産省、環境省その他のリスク

管理措置を講ずる行政機関と連携しつつ一元的に収集し、当該情報につ

いて、整理、分析及びデータベース化を図る。 

 

（２）食品安全委員会は、（１）のデータベース化に当たっては、海外にお

ける食品の安全性の確保に関する制度、危害情報等についての迅速な検

索が可能となるよう努める。 

 

４ 情報の活用及び提供 

（１）食品安全委員会及び消費者庁並びに厚生労働省、農林水産省、環境省

その他のリスク管理措置を講ずる行政機関は、それぞれが運営するデー

タベースの相互連携を促進することにより、国の内外における食品の安

全性の確保に関する情報の有効かつ適切な活用を図る。 



 

 

 

（２）食品安全委員会及び消費者庁並びに厚生労働省、農林水産省、環境省

その他のリスク管理措置を講ずる行政機関は、それぞれが収集し、整理

した国の内外における食品の安全性の確保に関する情報について、相互

に連携しながら、報道機関、ホームページ等を通じ、高齢者や子どもも

含め情報の受け手である消費者に配慮しつつ、適切かつわかりやすく国

民に提供する。その際、国民の関心に的確に応えられるよう努める。 

 

第８ 表示制度の適切な運用の確保等（法第１８条関係） 

１ 基本的考え方 

食品の表示は、消費期限やアレルギー物質等の情報が正確かつ適切に国民

に対して提供されることにより、食品の安全性の確保に重要な役割を果たし

ていることにかんがみ、消費者庁、農林水産省等関係機関は、表示制度の適

切な運用の確保等に努める。 

 

２ 表示制度のあり方 

食品の表示制度については、現在、食品衛生法、健康増進法（平成１４年

法律第１０３号）、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭

和２５年法律第１７５号）等複数の法律に規定されている。 

 これまで、消費者の選択の機会を確保するため、原料原産地についての表

示の拡大、栄養成分表示の義務化に向けた検討、期限表示のあり方等、早急

な対応を要する課題の検討を進め、結論を得たものから順次措置を講じてき

たところである。 

 平成２３年７月８日に閣議決定された消費者基本計画に基づき、食品の表

示制度に関する一元的な法律の制定に向けて検討する。これにより、消費者

に対し、食品の安全性の確保に必要な情報が適切に提供されるとともに、よ

り多くの消費者が実際に商品を選ぶ際に役に立つわかりやすい食品表示の

実現を目指す。 

 

３ 普及及び啓発 

（１）消費者庁は、食品の表示に関する一元的な相談窓口を一層充実する。

また、消費者庁、農林水産省等関係機関における相談体制について、連

携の強化を図る。 

 

（２）食品の表示の制度及び内容について、消費者及び事業者が正しく理解

することができるよう、消費者庁、農林水産省等は、パンフレットの作



 

 

成、説明会の開催等を行うことにより、これらに関する知識の普及及び

啓発に努める。 

 

 

４ 違反に対する監視、指導及び取締り 

消費者庁、農林水産省等は、食品の表示に対する信頼が確保されるよう、

表示の違反に対する監視、指導及び取締りの強化、会議の開催等による相互

の連携の強化並びに地方公共団体及び関係団体との協力体制の強化に努め

る。 

 

第９ 食品の安全性の確保に関する教育、学習等（法第１９条関係） 

１ 基本的考え方 

食品の安全性の確保を図るためには、国、地方公共団体、食品関連事業者

及び消費者が、それぞれの立場から、その責務又は役割を果たす必要がある。 

特に、消費者は、食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるととも

に、食品の安全性の確保に関する施策について意見を表明するように努める

ことにより、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たすこととされており、

そのためには、食品の安全性の確保に関する教育及び学習の振興並びに食品

の安全性の確保に関する普及及び啓発を図る必要がある。 

 

２ 食品の安全性の確保に関する教育、学習等の推進体制 

食品安全委員会、消費者庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省等は、

相互に密接に連携して、消費者団体、関係団体等の協力も得つつ、食品の安

全性の確保に関する教育、学習等を推進する。 

 

３ 食品の安全性の確保に関する教育、学習等の重点事項 

（１）食品安全委員会、消費者庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省等

は、食品の安全性の確保に関し、国民の知識と理解を深めるため、教材

等の提供や広報活動に取り組むとともに、食品の安全性の確保に関する

施策に関する意見交換の機会を設ける等の取組を推進する。 

 

（２）「食品衛生月間」を始めとする月間又は週間等の取組を通じ、事業者

のみならず一般家庭を含め、国民的に食品の安全性の確保に関する理解

及び認識を深める機運の醸成を図る。 

 

（３）学校教育等の場において、栄養教諭の配置促進、学習教材の作成等の



 

 

取組を通じ、食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めることがで

きるようにする。 

 

（４）農林水産物の生産並びに食品の製造及び流通の各行程に関する理解を

深めることにより、食品の安全性の確保に関する国民の理解を促進する

ため、食品供給行程の各段階における体験学習、普及啓発資材の作成等

の取組を推進する。 

 

第１０ 環境に及ぼす影響の配慮（法第２０条関係） 

１ 基本的考え方 

食品は、農場、漁場等の環境を直接の基盤として生産されること、その製

造、加工、流通及び販売の各段階において、化学物質の使用、廃棄物の発生

等に伴い環境に対する負荷が発生するおそれがあることから、食品の安全性

の確保に関する施策の策定に当たっては、当該施策が環境に及ぼす影響につ

いて十分に配慮し、そのために必要な食品供給行程の各段階における取組を

推進する。 

 

２ 食品供給行程の各段階における環境に及ぼす影響の配慮 

循環型社会形成推進基本法（平成１２年法律第１１０号）、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）、食品循環資源の再生

利用等の促進に関する法律（平成１２年法律第１１６号）等に基づき、食品

供給行程の各段階において、食品、肥料、飼料、農薬等からの廃棄物及び容

器包装ごみの発生をできる限り抑制し、有用なものについては再生利用する

よう努めるとともに、回収された食品、肥料、飼料、農薬等を廃棄する場合

には、適正に処理を進め、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。 

また、特に、農林水産物の生産段階においては、例えば、現在、農薬取締

法（昭和２３年法律第８２号）に基づき、農薬の登録の際に、その使用に伴

う農作物を通じた人畜への被害の発生の防止のみならず、水質の汚濁、生態

系等の周辺の環境への悪影響の防止も考慮して検査しているところである。 

今後も引き続き、農薬取締法に基づき、農薬による生態系に対する影響の

適切な評価及び管理施策の充実を図るなど、農林水産物の生産段階における

環境に対する負荷を低減するための取組を推進する。 



食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項の改定について

１．改定の趣旨

平成１６年の策定以後の食品安全
をめぐる状況の変化や、消費者庁
設置に伴う食品安全行政に係る体
制の変更等に応じて、必要な改定を
行う。

２．経緯

平成15年7月1日 食品安全基本法施行

平成16年1月16日 基本的事項の閣議決定（現行）

平成21年9月1日 消費者庁設置 基本的事項の策定事務を
内閣府から移管

平成22年3月30日 消費者基本計画（閣議決定） 「所要の体
制整備を図った上で基本的事項を改定」

３．主要な改定事項

（１）食品健康影響評価に係る事項
・ 留意すべき要因に放射性物質を追加
・ 評価の手順、手法等について考え方を整理 等

（２）消費者庁の設置関連事項
・ 消費者庁を食品安全に関わる行政機関として位置づけ
・ 前文に「消費者安全の確保」に係る記述を付加
・ 他の法律に基づく措置ができない事案（いわゆるスキマ事案）について、消費者安全法に基づき措置
・ リスクコミュニケーションに係る関係省庁の事務の調整を消費者庁が実施
・ 食品事故に係る緊急対策本部は、内閣府特命担当大臣（消費者）が設置（食品安全担当から変更）

（３）その他
・表示制度について、食品表示の一元化に関して検討している旨を記述

４．スケジュール

３月～５月 食品安全委員会及び消費者
委員会からの意見聴取（法定事項）

６月29日 閣議決定

平 成 ２ ４ 年 ７ 月
消 費 者 庁
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食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項の改定のポイント

１．食品健康影響評価の実施（法第１１条関係）

・留意すべき要因に放射性物質を追加

・食品健康影響評価の手順及び手法等について考え方を
整理

２．国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響評価
の結果に基づいた施策の策定（法第１２条関係）

・他の法律の規定に基づく措置ができない事案（いわゆる
スキマ事案）について、消費者安全法に基づき措置

３．情報及び意見の交換の促進（法第１３条関係）

・リスクコミュニケーションに係る関係省庁の事務の調整を
消費者庁が実施

４．緊急の事態への対処等に関する体制の整備等（法第１
４条関係）

・食品事故に係る緊急対策本部は、内閣府特命担当大臣
（消費者）が設置

５．関係行政機関の相互の密接な連携（法第１５条関係）

・関係行政機関に消費者庁を追加

７．国の内外の情報の収集・整理及び活用等（法第１７条
関係）

・情報提供に当たり、迅速かつ効果的な情報媒体を用いる
ほか、高齢者、子ども等消費者の特性に応じたものとする

８．表示制度の適切な運用の確保等（法第１８条関係）

・食品表示の一元化に関して検討

・食品表示に関して監視・指導及び取締りを行う省庁に消
費者庁を追加

９．食品の安全性の確保に関する教育学習等（法第１９条
関係）

・関係行政機関に消費者庁を追加

その他

・前文に「消費者安全の確保」に係る記述を追加

・これまで各省が実施した施策を踏まえ、具体的な例示とし
て記述している取組内容を現時点のものに改定
・別表を削除

平 成 ２ ４ 年 ７ 月
消 費 者 庁



１．食品健康影響評価の実施 （法第11条関係）

・評価の円滑な実施を図るための手順を明確化（必要な
データに関する指針の作成等）

・評価結果を公表・解説

２．国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響
評価の結果に基づいた施策の策定
（法第12条関係）

・国民の健康の保護が最も重要という基本的認識の下
に、国民の食生活の状況、国際貿易ルールとの整合
性、措置の実行可能性・費用等を考慮して施策を策定

・食品の安全性の確保を図るために必要な規格・基準
を整備

・規格・基準等が遵守されるよう、監視・指導・調査を実
施

３．情報及び意見の交換の促進 （法第13条関係）

・食品安全委員会・リスク管理機関において、リスクコ
ミュニケーションを促進

・政府全体として、望ましいリスクコミュニケーションの在
り方を検討

４．緊急の事態への対処等に関する体制の整備等
（法第14条関係）

・食品安全担当大臣は、緊急事態に際し、政府全体とし
て総合的に対処する必要があると認める場合には、関
係大臣との協議を行い、必要に応じ、緊急対策本部を
設置

・緊急時対応マニュアルを作成

５．関係行政機関の相互の密接な連携
（法第15条関係）

・食品安全委員会・リスク管理機関間の連携を確保す
るため、関係府省連絡会議を開催するとともに、連携・
政策調整の具体的な手法について、取極めを締結・公
表

・地方公共団体を含むリスク管理機関相互間の連携を
強化

６．試験研究の体制の整備等 （法第16条関係）

・最新の科学的知見に対応し得る試験研究の体制を整備するとともに、研究成果の普
及のための取組、研究者の養成・確保のための取組の推進、食品安全委員会と試
験研究機関との十分な意思疎通

７．国の内外の情報の収集、整理及び活用等 （法第17条関係）

・食品安全委員会において、一元的な情報収集を行うとともに、情報のデータベース
化を図ることにより、情報を有効かつ適切に活用

・関係行政機関相互の連携により、国民に対し、適切かつわかりやすく情報を提供

８．表示制度の適切な運営の確保等 （法第18条関係）

・関係省共同で食品の表示に関する改善方策等を検討、関係省における相談体制の
連携を強化、違反に対する監視・指導・取締りを強化

９．食品の安全性の確保に関する教育、学習等 （法第19条関係）

・食品の安全性の確保に関する広報活動、学校教育等における取組を推進

１０．環境に及ぼす影響の配慮 （法第20条関係）

・食品供給行程の各段階における環境に対する負荷を低減するための取組を推進
（廃棄物・容器包装ごみの発生の抑制等）

食品安全基本法第２１条第１項に規定する基本的事項のポイント



「食品安全基本法第２１条第１項に規定する基本的事項」の改定案新旧対照表 

1 

現  行 改定案 

食品安全基本法（平成１５年法律第４８号。以下「法」という。）

は、食品の安全性の確保についての基本理念として、国民の健康の

保護が最も重要であるという基本的認識の下に、食品供給行程の各

段階において、国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的

知見に基づき、必要な措置が講じられなければならないことを明ら

かにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定め、食品の

安全性の確保に関する施策を総合的に推進することとしている。 

 政府は、基本理念にのっとり、法第１１条から第２０条までに定

める基本的な方針を具体化するため、法第２１条第１項の規定に基

づき、以下のとおり、必要な措置の実施に関する基本的事項を定め

る。 

 

第１ 食品健康影響評価の実施（法第１１条関係） 

１ 基本的考え方 

（１）食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、

人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある生物学的、化学的

若しくは物理的な要因であって、食品に含まれるおそれが

あるもの、又は人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある生

物学的、化学的若しくは物理的な状態であって、食品が置

かれるおそれがあるもの（以下「危害要因等」という。別

表参照）が当該食品の摂取を通じて人の健康に及ぼす影響

についての評価（以下「食品健康影響評価」という。）が

施策ごとに行われなければならない。 

 また、食品健康影響評価は、科学的知見に基づき、客観

食品安全基本法（平成１５年法律第４８号。以下「法」という。）

は、食品の安全性の確保についての基本理念として、国民の健康の

保護が最も重要であるという基本的認識の下に、食品供給行程の各

段階において、国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的

知見に基づき、必要な措置が講じられなければならないことを明ら

かにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定め、食品の

安全性の確保に関する施策を総合的に推進することとしている。 

 政府は、基本理念にのっとり、消費者安全の確保の観点を踏まえ

つつ、法第１１条から第２０条までに定める基本的な方針を具体化

するため、法第２１条第１項の規定に基づき、以下のとおり、必要

な措置の実施に関する基本的事項を定める。 

 

第１ 食品健康影響評価の実施（法第１１条関係） 

１ 基本的考え方 

（１）食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、

人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある生物学的、化学的

若しくは物理的な要因であって、食品に含まれるおそれが

あるもの、又は人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある生

物学的、化学的若しくは物理的な状態であって、食品が置

かれるおそれがあるもの（以下「危害要因等」という。）が

当該食品の摂取を通じて人の健康に及ぼす影響についての

評価（以下「食品健康影響評価」という。）が施策ごとに行

われなければならない。 

 また、食品健康影響評価は、科学的知見に基づき、客観

CO885140
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的かつ中立公正に行われなければならない。 

 

（２）食品健康影響評価の実施に当たっては、農林水産物の生

産から食品の販売に至る一連の国の内外における食品供

給の行程（以下「食品供給行程」という。）の各段階につ

いて、特に以下の点に留意しなければならない。 

① 農林水産物の生産段階 

農林水産物の生産段階については、 

・使用される肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用

の医薬品等の生産資材や、Ｏ１５７、プリオン、カ

ドミウム等の生物学的、化学的若しくは物理的な要

因が最終食品に残留し、又は作用し、その食品の摂

取を通じてこれらの要因が人の健康に及ぼす可能

性がある影響についての評価・当該農林水産物が置

かれる可能性がある生物学的、化学的又は物理的な

状態が最終食品の摂取を通じて人の健康に及ぼす

可能性がある影響についての評価が行われなけれ

ばならない。 

② 食品の製造・加工段階 

  食品の製造・加工段階については、 

・使用される原料、添加物、器具、容器包装若しくは

洗浄剤に含まれ、又は原料等から生成する可能性が

ある生物学的、化学的若しくは物理的な要因が最終

食品に残留し、又は作用し、その食品の摂取を通じ

的かつ中立公正に行われなければならない。 

 

（２）食品健康影響評価の実施に当たっては、農林水産物の生

産から食品の販売に至る一連の国の内外における食品供給

の行程（以下「食品供給行程」という。）の各段階について、

特に以下の点に留意しなければならない。 

① 農林水産物の生産段階 

農林水産物の生産段階については、 

・使用される肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用

の医薬品等の生産資材や、Ｏ１５７、プリオン、カ

ドミウム、放射性物質等の生物学的、化学的若しく

は物理的な要因が最終食品に残留し、又は作用し、

その食品の摂取を通じてこれらの要因が人の健康に

及ぼす可能性がある影響についての評価・当該農林

水産物が置かれる可能性がある生物学的、化学的又

は物理的な状態が最終食品の摂取を通じて人の健康

に及ぼす可能性がある影響についての評価が行われ

なければならない。 

② 食品の製造・加工段階 

食品の製造・加工段階については、 

・使用される原料、添加物、器具、容器包装若しくは

洗浄剤に含まれ、又は原料等から生成する可能性が

ある生物学的、化学的若しくは物理的な要因が最終

食品に残留し、又は作用し、その食品の摂取を通じ
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てこれらの要因が人の健康に及ぼす可能性がある

影響についての評価・当該食品が置かれる可能性が

ある生物学的、化学的又は物理的な状態が最終食品

の摂取を通じて人の健康に及ぼす可能性がある影

響についての評価が行われなければならない。 

③ 食品の流通・販売段階 

食品の流通・販売段階については、 

・使用される器具、容器包装等に含まれ、又は当該食

品から生成する可能性がある生物学的、化学的若し

くは物理的な要因が当該食品に残留し、又は作用

し、当該食品の摂取を通じてこれらの要因が人の健

康に及ぼす可能性がある影響についての評価 

・当該食品が置かれる可能性がある生物学的、化学的

又は物理的な状態が当該食品の摂取を通じて人の

健康に及ぼす可能性がある影響についての評価が

行われなければならない。 

 

（３）法第２４条第１項各号に掲げる関係各大臣が食品安全委

員会（以下「委員会」という。）の意見を聴かなければな

らない場合については、国の内外における最新の科学的知

見を踏まえ、及び関係法令（告示を含む。）の改正に対応

し、適切に見直しを行う。 

 

（４）委員会は、緊急を要する事項については、当該事項に係

てこれらの要因が人の健康に及ぼす可能性がある影

響についての評価・当該食品が置かれる可能性があ

る生物学的、化学的又は物理的な状態が最終食品の

摂取を通じて人の健康に及ぼす可能性がある影響に

ついての評価が行われなければならない。 

③ 食品の流通・販売段階 

食品の流通・販売段階については、 

・使用される器具、容器包装等に含まれ、又は当該食

品から生成する可能性がある生物学的、化学的若し

くは物理的な要因が当該食品に残留し、又は作用し、

当該食品の摂取を通じてこれらの要因が人の健康に

及ぼす可能性がある影響についての評価 

・当該食品が置かれる可能性がある生物学的、化学的

又は物理的な状態が当該食品の摂取を通じて人の健

康に及ぼす可能性がある影響についての評価が行わ

れなければならない。 

  

（３）法第２４条第１項各号に掲げる関係各大臣が食品安全委

員会の意見を聴かなければならない場合については、国の

内外における最新の科学的知見を踏まえ、及び関係法令（告

示を含む。）の改正に対応し、適切に見直しを行う。 

 

 

（４）食品安全委員会は、緊急を要する事項については、当該
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る食品健康影響評価を優先的に行う。 

 

（５）関係各大臣は、法第２４条第１項各号に掲げる場合以外

の場合においても、所管法令（告示を含む。以下同じ。）

に基づく施策が食品の安全性の確保に関するものである

かどうかについて十分に検討し、委員会に対し、適切に食

品健康影響評価の実施を要請する。 

 

（６）委員会は、国の内外における科学的知見及び食品の安全

性の確保に関する情報の収集・分析又は国民からの意見等

に基づき、人の健康に悪影響が及ぶおそれがあると認めら

れる場合には、自らの判断により食品健康影響評価を行

う。 

 なお、委員会は、自らの判断により食品健康影響評価を

行うべき対象について、定期的に点検する。 

 

２ 例外措置の具体的内容 

食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、以

下に掲げる場合を除き、食品健康影響評価が行われなければ

ならない。 

 

（１）当該施策の内容からみて食品健康影響評価を行うことが

明らかに必要でない場合 

 具体的には、食品健康影響評価の定義を踏まえ、適切に

事項に係る食品健康影響評価を優先的に行う。 

 

（５）関係各大臣は、法第２４条第１項各号に掲げる場合以外

の場合においても、所管法令（告示を含む。以下同じ。）に

基づく施策が食品の安全性の確保に関するものであるかど

うかについて十分に検討し、食品安全委員会に対し、適切

に食品健康影響評価の実施を要請する。 

 

（６）食品安全委員会は、国の内外における科学的知見及び食

品の安全性の確保に関する情報の収集・分析又は国民から

の意見等に基づき、人の健康に悪影響が及ぶおそれがある

と認められる場合には、自らの判断により食品健康影響評

価を行う。 

 なお、食品安全委員会は、自らの判断により食品健康影

響評価を行うべき対象について、定期的に点検する。 

 

２ 例外措置の具体的内容 

食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、以

下に掲げる場合を除き、食品健康影響評価が行われなければ

ならない。 

 

（１） 当該施策の内容からみて食品健康影響評価を行うことが

明らかに必要でない場合 

 具体的には、食品健康影響評価の定義を踏まえ、適切に
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判断することになるが、例えば、 

・使用の実態がないことによる添加物の指定の取消しなど、

危害要因等と直接的には関係がなく、食品健康影響評価

の結果を反映して策定することができない施策 

 

 

 

 

・食品健康影響評価の結果に基づいて策定された施策に対

する違反行為を取り締まるための措置（例えば、残留農

薬基準等に違反した場合における廃棄命令） 

 

 

 

 

が該当する。 

 

（２）人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかである

場合 

 例えば、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第４

条各号に掲げる、食品の腐敗、有毒又は有害な物質の混入、

病原微生物による汚染の場合など、危害要因等について科

学的知見に基づく食品健康影響評価を行う必要性が乏し

い場合が該当する。 

判断する。例としては、以下の①～③等が該当する。 

① 使用の実態がないことによる添加物の指定の取消し、

食用に係る動物が暴露される可能性のない動物用の医

薬品の承認など、危害要因等と直接的には関係がなく、

食品健康影響評価の結果を反映して策定することがで

きない施策 

 

 

② 食品健康影響評価の結果に基づいて策定された施策に

対する違反行為を取り締まるための措置（例えば、残

留農薬基準等に違反した場合における廃棄命令） 

③ リスク管理措置（食品の安全性の確保に関する規制や

指導等を行うことをいう。以下同じ。）に関する試験

法の変更、試験法に係る規格の明確化など、人の健康

に影響を及ぼさない措置 

 

 

（２）人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかである

場合 

 例としては、以下の①及び②等が該当する。 

① 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第６条各号

に掲げる、食品の腐敗、有毒又は有害な物質の混入、

病原微生物による汚染の場合 
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（３）人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、又は抑制するた

め緊急を要する場合で、あらかじめ食品健康影響評価を行

ういとまがないとき 

 この場合に該当するかどうかについては、関係各大臣

が、原則に対する例外措置であることを十分に考慮して判

断する。 

なお、関係各大臣は、当該施策の策定後速やかに、委員

会に対し、この場合に該当する旨を報告し、事後的に食品

健康影響評価を要請しなければならない。この場合、必要

に応じ、当該食品健康影響評価の結果を踏まえて、施策の

見直しを行う。 

 

３ 食品健康影響評価の円滑な実施を図るための手順及び手法

等 

（１）食品健康影響評価の開始前 

 

② 食品安全委員会が既に食品健康影響評価の結果を有し

ている評価対象について新たな科学的知見の存在が確

認されない場合、食用及び飼料の用に供される農作物

並びに食用に係る動物に使用されていないことを前提

として農薬、動物用の医薬品及び飼料添加物の残留基

準を削除する場合 

 

 

（３） 人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、又は抑制するた

め緊急を要する場合で、あらかじめ食品健康影響評価を行

ういとまがないとき 

 この場合に該当するかどうかについては、関係各大臣が、

原則に対する例外措置であることを十分に考慮して判断す

る。 

 なお、関係各大臣は、当該施策の策定後速やかに、食品

安全委員会に対し、この場合に該当する旨を報告し、事後

的に食品健康影響評価を要請しなければならない。この場

合、必要に応じ、当該食品健康影響評価の結果を踏まえて、

施策の見直しを行う。 

 

３ 食品健康影響評価の円滑な実施を図るための手順及び手法 

等 

（１）食品健康影響評価の開始前 
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① 関係各大臣が委員会の意見を聴く場合 

ア 個別の食品健康影響評価の目的、対象及び作業内

容について、事前に、委員会及びリスク管理機関

（厚生労働省、農林水産省、環境省その他の食品

の安全性の確保に関する規制や指導等のリスク

管理措置を講ずる行政機関をいう。以下同じ。）

の相互間において共通の理解を得ることとする。 

 

イ リスク管理機関は、食品健康影響評価の結果に基

づき講じようとするリスク管理上の対応の明確

化に努める。 

 

 

 

 

 

 

② 委員会自ら食品健康影響評価を行う場合 

委員会は、自ら食品健康影響評価を行う場合には、当

該評価事項の決定に当たり、関係者相互間における情報

及び意見の交換を行うよう努める。 

 

③ 食品健康影響評価に関するガイドラインの作成 

委員会は、食品健康影響評価に必要なデータの明確化

① 関係各大臣が食品安全委員会の意見を聴く場合 

ア 個別の食品健康影響評価の目的、対象及び作業内

容について、事前に、食品安全委員会及び消費者

庁、厚生労働省、農林水産省、環境省その他のリ

スク管理措置を講ずる行政機関の相互間におい

て共通の理解を得ることとする。 

 

 

イ 消費者庁、厚生労働省、農林水産省、環境省その

他のリスク管理措置を講ずる行政機関は、アの趣

旨を十分踏まえた上で食品安全委員会の意見を

聴くこととし、その際には最新の科学的知見な

ど、食品健康影響評価に必要な資料を提出すると

ともに、食品健康影響評価の結果に基づき講じよ

うとするリスク管理上の対応の明確化に努める。 

 

 

② 食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を行う場合 

食品安全委員会は、自ら食品健康影響評価を行う場合

には、当該評価事項の決定に当たり、関係者相互間にお

ける情報及び意見の交換を行うよう努める。 

 

③ 食品健康影響評価に関するガイドラインの作成 

食品安全委員会は、食品健康影響評価に必要なデータ



 
 

8 
 

を図るため、危害要因等に応じた食品健康影響評価に関

するガイドラインの作成に努める。 

 

 

（２）食品健康影響評価の実施時 

① 委員会は、食品健康影響評価の実施に当たっては、評

価事項の内容等に応じ、海外のリスク評価機関との連

携に努める。 

② 委員会は、食品健康影響評価に用いた情報をホームペ

ージ等の多様な手段を用いて公表する。その際、個人

情報、知的財産にかかわる情報等の保護に十分配慮し

なければならない。 

③ 委員会は、食品健康影響評価に関する専門調査会にお

ける結論については、原則として国民からの意見募集

を行うとともに、出された意見及びそれへの対応を公

表する。 

 

（３）食品健康影響評価の終了後 

① 委員会は、食品健康影響評価を終了した場合には、遅

滞なく、その結果を関係各大臣に通知するとともに、

ホームページ等の多様な手段を用いて公表しなければ

ならない。 

② 委員会は、必要に応じ、食品健康影響評価の結果をわ

かりやすく解説し、ホームページ等の多様な手段を用

の明確化を図るため、危害要因等に応じた食品健康影響評

価に関するガイドラインを作成し、必要に応じて見直しに

努める。 

 

（２）食品健康影響評価の実施時 

① 食品安全委員会は、食品健康影響評価の実施に当たっ

ては、評価事項の内容等に応じ、海外のリスク評価機関

との連携に努める。 

② 食品安全委員会は、食品健康影響評価に用いた情報を

ホームページ等の多様な手段を用いて公表する。その

際、個人情報、知的財産にかかわる情報等の保護に十分

配慮しなければならない。 

③ 食品安全委員会は、食品健康影響評価に関する専門調

査会における結論については、原則として国民からの意

見募集を行うとともに、出された意見及びそれへの対応

を公表する。 

 

（３）食品健康影響評価の終了後 

① 食品安全委員会は、食品健康影響評価を終了した場合

には、遅滞なく、その結果を関係各大臣に通知するとと

もに、ホームページ等の多様な手段を用いて公表しなけ

ればならない。 

② 食品安全委員会は、必要に応じ、食品健康影響評価の

結果をわかりやすく解説し、ホームページ等の多様な手
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いて公表する。 

③ 委員会は、緊急暫定的なリスク管理措置の実施に当た

り食品健康影響評価を実施した場合には、当該措置の

実施状況及びその後の科学的知見について、十分把握

するよう努める。 

 

（４）食品健康影響評価の手法 

委員会は、微生物に関する食品健康影響評価や定量的な

食品健康影響評価に重点を置いて、食品健康影響評価の手

法の検討を進める。 

 

４ 委員会の行う勧告等 

（１）勧告 

① 委員会は、食品健康影響評価の結果に基づき、必要に

応じ、食品の安全性の確保のため講ずべき施策につい

て内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告する。 

② 委員会は、食品健康影響評価の結果に基づき講じられ

る施策の実施状況を監視し、必要があると認めるとき

は、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告する。 

③ 委員会は、①及び②の勧告をした場合には、その内容

をホームページ等の多様な手段を用いて公表するとと

もに、関係各大臣は、これらの勧告に基づき講じた施

策について委員会に報告しなければならない。 

 

段を用いて公表する。 

③ 食品安全委員会は、緊急暫定的なリスク管理措置の実

施に当たり食品健康影響評価を実施した場合には、当該

措置の実施状況及びその後の科学的知見について、十分

把握するよう努める。 

 

（４）食品健康影響評価の手法 

食品安全委員会は、定量的な食品健康影響評価に重点を

置いて、食品健康影響評価の手法の検討を進める。 

 

 

４ 食品安全委員会の行う勧告等 

（１）勧告 

① 食品安全委員会は、食品健康影響評価の結果に基づき、

必要に応じ、食品の安全性の確保のため講ずべき施策に

ついて内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告する。 

② 食品安全委員会は、食品健康影響評価の結果に基づき

講じられる施策の実施状況を監視し、必要があると認め

るときは、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告す

る。 

③ 食品安全委員会は、①及び②の勧告をした場合には、

その内容をホームページ等の多様な手段を用いて公表

するとともに、関係各大臣は、これらの勧告に基づき講

じた施策について食品安全委員会に報告しなければな
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（２）意見 

① 委員会は、食品の安全性の確保に関する施策を適切に

推進する観点から、食品の安全性の確保のため講ずべ

き施策に関する重要事項を調査審議し、必要に応じ、

厚生労働省、農林水産省、環境省、地方公共団体等の

関係行政機関の長に意見を述べる。 

② 委員会は、①の意見を述べた場合には、その内容をホ

ームページ等の多様な手段を用いて公表するととも

に、関係行政機関は、当該意見に基づき講じた施策に

ついて委員会に報告する。 

 

第２ 国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響評価の結果に

基づいた施策の策定（法第１２条関係） 

（１）食品の安全性の確保に関する施策は、国民の健康の保護

が最も重要であるという基本的認識の下に、国民の食生活

の状況、国際貿易ルールとの整合性、選択肢となる措置の

実行可能性及び費用等を考慮するとともに、食品健康影響

評価が行われたときは、その結果に基づいて、行われなけ

ればならない。 

 

（２）食品の安全性の確保を図る観点から、食品衛生法等に基

づき、食品等について必要な規格及び基準の整備を進め

らない。 

 

（２）意見 

① 食品安全委員会は、食品の安全性の確保に関する施策

を適切に推進する観点から、食品の安全性の確保のため

講ずべき施策に関する重要事項を調査審議し、必要に応

じ、消費者庁、厚生労働省、農林水産省、環境省、地方

公共団体等の関係行政機関の長に意見を述べる。 

② 食品安全委員会は、①の意見を述べた場合には、その

内容をホームページ等の多様な手段を用いて公表する

とともに、関係行政機関は、当該意見に基づき講じた施

策について食品安全委員会に報告する。 

 

第２ 国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響評価の結果に

基づいた施策の策定（法第１２条関係） 

（１）食品の安全性の確保に関する施策は、国民の健康の保護

が最も重要であるという基本的認識の下に、国民の食生活

の状況、国際貿易ルールとの整合性、選択肢となる措置の

実行可能性及び費用等を考慮するとともに、食品健康影響

評価が行われたときは、その結果に基づいて、行われなけ

ればならない。 

 

（２）食品の安全性の確保を図る観点から、食品衛生法等に基

づき、食品等について必要な規格及び基準の整備を進め 
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る。 

 例えば、平成１５年の食品衛生法等の改正により、既存

添加物について安全性に問題がある場合には既存添加物

名簿から消除することができるようになったほか、食品中

に残留する農薬、飼料添加物及び動物用の医薬品について

いわゆるポジティブリスト制（残留基準が設定されていな

い農薬、飼料添加物及び動物用の医薬品が一定量以上含ま

れる食品の流通を原則として禁止する制度）が導入される

とともに、いわゆる健康食品について、人の健康を損なう

おそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を

防止するため必要があるときには、食品としての販売を禁

止することができるようになったところであるが、今後、

これらの各制度について、その適切な実施を図る。 

 

（３）食品衛生法等に基づく食品等の規格及び基準等が遵守さ

れるよう、監視、指導及び調査の実施等に努める。 

 例えば、平成１５年の食品衛生法等の改正により、食品

衛生に関する監視指導の実施に関する指針（平成１５年厚

生労働省告示第３０１号）に基づき、各都道府県等の地域

の実状や輸出国における生産地の事情等を踏まえた都道

府県等食品衛生監視指導計画及び輸入食品監視指導計画

が策定されることとされたところである。今後、これらに

従い、国内に流通する食品及び輸入食品の適切な監視指導

の実施を図る。 

る。 

 平成１５年の食品衛生法等の改正により、既存添加物に

ついて安全性に問題がある場合には既存添加物名簿から 

消除することができるようになったほか、食品中に残留す

る農薬、飼料添加物及び動物用の医薬品についていわゆる

ポジティブリスト制（残留基準が設定されていない農薬、

飼料添加物及び動物用の医薬品が一定量以上含まれる食品

の流通を原則として禁止する制度）が導入されるとともに、

いわゆる健康食品について、人の健康を損なうおそれがな

い旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するた

め必要があるときには、食品としての販売を禁止すること

ができるようになった。引き続き、これらの各制度につい

て、その適切な実施を図る。 

 

（３）食品衛生法等に基づく食品等の規格及び基準等が遵守さ

れるよう、監視、指導及び調査の実施等に努める。 

 平成１５年の食品衛生法等の改正により、食品衛生に関

する監視指導の実施に関する指針（平成１５年厚生労働省

告示第３０１号）に基づき、各都道府県等の地域の実状や

輸出国における生産地の事情等を踏まえた都道府県等食品

衛生監視指導計画及び輸入食品監視指導計画が策定される

こととなった。引き続き、これらに従い、国内に流通する

食品及び輸入食品の適切な監視指導の実施を図る。 

 このほか、輸入農産物の残留農薬調査の結果の公表等を
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 このほか、輸入農産物の残留農薬調査の結果の公表等を

通じ、食品関連事業者の自主検査等の取組を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）研修の実施等を通じ、リスク管理にかかわる人材につい

て、専門性の一層の充実を図る。 

 

第３ 情報及び意見の交換の促進（法第１３条関係） 

１ 基本的考え方 

（１）食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、

当該施策の策定に国民の意見を反映し、並びにその過程の

公正性及び透明性を確保するため、関係者相互間の情報及

び意見の交換（以下「リスクコミュニケーション」という。）

の促進を図るために必要な措置が講じられなければなら

ない。 

 

（２）委員会及びリスク管理機関は、相互に連携して、国民に

対し、当該施策に関する適切な情報の提供、当該施策につ

いて意見を述べる機会の付与等の取組を推進していくこ

通じ、食品関連事業者の自主検査等の取組を促進する。 

 

（４）消費者庁は、食品に起因する消費者事故について、消費

者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他の

法律の規定に基づく措置がある場合であるか否かを迅速に

確定し、他の法律の規定に基づく措置がない場合にあって

は、消費者安全法（平成２１年法律第５０号）の規定に基

づく勧告及び命令等を行うことにより対応する。 

 

（５）研修の実施等を通じ、リスク管理にかかわる人材につい

て、専門性の一層の充実を図る。 

 

第３ 情報及び意見の交換の促進（法第１３条関係） 

１ 基本的考え方 

（１）食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、

当該施策の策定に国民の意見を反映し、並びにその過程の

公正性及び透明性を確保するため、関係者相互間の情報及

び意見の交換（以下「リスクコミュニケーション」という。）

の促進を図るために必要な措置が講じられなければならな

い。 

 

（２）消費者庁及び食品安全委員会並びに厚生労働省、農林水

産省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関は、

相互に連携して、国民に対し、当該施策に関する適切な情
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とにより、リスクコミュニケーションの更なる促進を図

る。 

 

 

 

 

 

（３）リスクコミュニケーションの促進に当たっては、その目

的を明確にするとともに、対応すべき危害要因等の認知か

ら食品の安全性の確保に関する施策の策定に至る過程を

通じて図るよう努める。 

 

２ リスクコミュニケーションの方法 

（１）委員会は、その会議（委員会及び専門調査会）を原則と

して公開で開催するとともに、委員会の議事録及び提出資

料を原則として公開するほか、食品健康影響評価の結果、

勧告、意見等について、その内容を公表することにより、

国民に対する情報の提供に努める。 

 また、食品健康影響評価の結果の公表に当たっては、必

要に応じ、評価の開始から結果に至る過程及び評価の結果

について、消費者等の理解を促進するよう、わかりやすく

解説する。 

 このほか、委員会は、その運営について国民の理解を深

めるため、適宜、食品健康影響評価、リスクコミュニケー

報の提供、当該施策について意見を述べる機会の付与等の

取組を推進していくことにより、リスクコミュニケーショ

ンの更なる促進を図る。 

 その際には、高齢者や子どもも含め、情報の受け手及び

意見を述べる主体である消費者に配慮するものとする。 

 

 

（３）リスクコミュニケーションの促進に当たっては、その目

的を明確にするとともに、対応すべき危害要因等の認知か

ら食品の安全性の確保に関する施策の策定に至る過程を通

じて図るよう努める。 

 

２ リスクコミュニケーションの方法 

（１）食品安全委員会は、専門調査会及びワーキンググループ

を含め、会議を原則として公開で開催するとともに、その

議事録及び提出資料を原則として公開するほか、食品健康

影響評価の結果、勧告、意見等について、その内容を公表

することにより、国民に対する情報の提供に努める。 

 また、食品健康影響評価の結果の公表に当たっては、必

要に応じ、評価の開始から結果に至る過程及び評価の結果

について、消費者等の理解を促進するよう、わかりやすく

解説する。 

 このほか、食品安全委員会は、その運営について国民の

理解を深めるため、適宜、食品健康影響評価、リスクコミ
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ション等の実施状況を取りまとめ、公表する。 

 

（２）リスク管理機関は、食品の安全性の確保に関する施策の

策定に当たって、当該施策に関する適切な情報の提供、い

わゆるパブリック・コメント手続（規制の設定又は改廃に

係る意見提出手続）の実施、意見交換会の開催など、リス

クコミュニケーションの促進を図るために必要な措置を

講ずる。 

 また、リスク管理機関は、他のリスク管理機関及び地方

公共団体と相互に協力しつつ、食品の安全性の確保に関す

る情報を収集するとともに、食品の安全性に関する国民の

知識と理解を深めるため、適切な情報の提供に努める。 

 

 

 

 

 

３ リスクコミュニケーション全体に係る総合的マネージメン

ト 

委員会は、食品健康影響評価に関するリスクコミュニケーシ

ョンを企画し、及び実施するとともに、リスクコミュニケーシ

ョンについてリスク管理機関が行う事務の調整も担う。 

 このため、委員会及びリスク管理機関は、相互に連携して、

食品の安全性の確保に関する消費者等との意見交換会を開催

ュニケーション等の実施状況を取りまとめ、公表する。 

 

（２）消費者庁、厚生労働省、農林水産省、環境省その他のリ

スク管理措置を講ずる行政機関は、食品の安全性の確保に

関する施策の策定に当たって、関係審議会への幅広い関係

者の参画に加え、当該施策に関する適切な情報の提供、い

わゆるパブリック・コメント手続（規制の設定又は改廃に

係る意見提出手続）の実施、意見交換会の開催など、リス

クコミュニケーションの促進を図るために必要な措置を講

ずる。 

 また、消費者庁、厚生労働省、農林水産省、環境省その

他のリスク管理措置を講ずる行政機関は、他のリスク管理

措置を講ずる行政機関及び地方公共団体と相互に協力しつ

つ、食品の安全性の確保に関する情報を収集するとともに、

食品の安全性に関する国民の知識と理解を深めるため、適

切な情報の提供に努める。 

 

３ リスクコミュニケーション全体に係る総合的マネージメン 

ト 

消費者庁は、リスクコミュニケーションについて食品安全委

員会及び厚生労働省、農林水産省、環境省その他のリスク管理

措置を講ずる行政機関が行う事務の調整を担う。 

 また、消費者庁及び食品安全委員会並びに厚生労働省、農林

水産省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関は、
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する等により、他の分野におけるリスクコミュニケーションの

経験も生かしつつ、政府全体として、食品の安全性の確保に関

する望ましいリスクコミュニケーションの在り方を検討する。 

 また、委員会及びリスク管理機関は、相互に連携して、消費

者、生産者、流通業者、加工業者等幅広い関係者を対象とした

横断的なリスクコミュニケーションを促進する。 

 

 

 

 

 

第４ 緊急の事態への対処等に関する体制の整備等（法第１４条関

係） 

１ 基本的考え方 

食品の摂取を通じた人の健康に係る重大な被害が生じ、又は

生ずるおそれがある緊急の事態（以下「緊急事態」という。）

への対処に当たっては、国民の健康への悪影響を未然に防止す

ることが最も重要であるという認識の下に、委員会及びリスク

管理機関の相互間における十分な連絡及び連携を図りつつ、い

わゆる「農場から食卓まで」のフードチェーンを通じ、人の健

康に係る重大な被害の発生に関する情報の収集及び状況の把

握を行う。 

 また、緊急事態が発生した場合には、消費者、食品関連事業

者等に対し、適切かつ迅速に情報を提供するよう努める。 

相互に連携して、食品の安全性の確保に関する消費者等との意

見交換会を開催する等により、他の分野におけるリスクコミュ

ニケーションの経験も生かしつつ、政府全体として、食品の安

全性の確保に関する望ましいリスクコミュニケーションの在り

方を検討する。 

さらに、消費者庁及び食品安全委員会並びに厚生労働省、農

林水産省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関は、

相互に連携して、消費者、生産者、流通業者、加工業者等幅広

い関係者を対象とした横断的なリスクコミュニケーションを促

進する。 

 

第４ 緊急の事態への対処等に関する体制の整備等（法第１４条関

係） 

１ 基本的考え方 

食品の摂取を通じた人の健康に係る重大な被害が生じ、又は

生ずるおそれがある緊急の事態（以下「緊急事態」という。）へ

の対処に当たっては、国民の健康への悪影響を未然に防止する

ことが最も重要であるという認識の下に、司令塔としての消費

者庁が、食品安全委員会及び厚生労働省、農林水産省、環境省

その他のリスク管理措置を講ずる行政機関と十分な連絡及び連

携を図りつつ、いわゆる「農場から食卓まで」のフードチェー

ンを通じ、人の健康に係る重大な被害の発生に関する情報の収

集及び状況の把握を一元的に行う。 

また、緊急事態が発生した場合には、消費者庁は、一元的に
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２ 緊急時の情報連絡体制 

緊急事態の発生に備えて、平時から、都道府県、保健所、関

係団体等を通じ、食品事故の発生等の危害情報の収集、整理及

び活用を図るための体制を整備するほか、緊急事態として委員

会及びリスク管理機関の相互間における通報を要する場合を

明確にするとともに、そのルートの確立を図る。 

 

 

 

 

３ 緊急対策本部の設置等 

食品安全担当大臣（内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）

第４条第１項第１６号及び同条第３項第２７号の２に掲げる

事務を掌理する職で国務大臣をもって充てられるものをい

う。）は、緊急事態の発生に際し、政府全体として総合的に対

処する必要があると認める場合には、関係各大臣との協議を行

い、必要に応じ、緊急対策本部を適切に設置する。 

また、委員会及びリスク管理機関は、緊急事態に対応するた

集約・分析した情報を基に、消費者被害の拡大防止の観点から

司令塔として迅速に対応方針を決定するとともに、食品安全委

員会及び厚生労働省、農林水産省、環境省その他のリスク管理

措置を講ずる行政機関との連携の下、消費者、食品関連事業者

等に対し、適切かつ迅速に情報を提供するよう努める。 

 

２ 緊急時の情報連絡体制 

緊急事態の発生に備えて、平時から、都道府県、保健所設置

市、特別区、関係団体等を通じ、食品事故の発生等の危害情報

の収集、整理及び活用を図るための体制を整備し、必要に応じ

て見直す。 

 消費者庁は、緊急事態として同庁並びに食品安全委員会及び

厚生労働省、農林水産省、環境省その他のリスク管理措置を講

ずる行政機関の相互間における通報を要する場合を明確にする

とともに、そのルートの確立を図り、必要に応じて見直す。 

 

３ 緊急対策本部の設置等 

内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）第１１条の２の特

命担当大臣は、緊急事態の発生に際し、政府全体として総合的

に対処する必要があると認める場合には、関係各大臣との協議

を行い、必要に応じ、緊急対策本部を適切に設置する。 

 この場合、消費者庁は、緊急対策本部に係る事務を適切に処

理するとともに、関係省庁が連携して対応する必要があると判

断される場合は、連携の在り方を調整し関係省庁に指示する。 
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めに必要な組織体制の整備を図る。 

 

 

 

４ 緊急時対応の方法及び緊急時対応マニュアルの作成 

緊急事態の発生に備えて、委員会及びリスク管理機関は、相

互に連携して、緊急時における国の対処の在り方等に関するマ

ニュアル（以下「緊急時対応マニュアル」という。）を作成し、

公表するとともに、主要な危害要因等については、個別に、緊

急時対応マニュアルを作成し、公表する。 

 

 

第５ 関係行政機関の相互の密接な連携（法第１５条関係） 

１ 基本的考え方 

（１）食品健康影響評価は、科学的知見に基づき、客観的かつ

中立公正に行われなければならないことから、リスク管理

機関から独立し、専門家で構成される行政機関である委員

会において行うこととされている。 

 他方、食品健康影響評価の結果に基づき具体的なリスク

管理措置を講ずるに当たっては、委員会とリスク管理機関

及びリスク管理機関相互の連携を図ることが重要である。 

 また、食品健康影響評価及びリスク管理について、それ

らの公正性及び透明性を確保するためには、委員会及びリ

スク管理機関が相互に連携してリスクコミュニケーショ

また、消費者庁並びに食品安全委員会及び厚生労働省、農林

水産省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関は、

緊急事態に対応するために必要な組織体制の整備を図る。 

 

４ 緊急時対応の方法及び緊急時対応マニュアルの作成 

緊急事態の発生に備えて、消費者庁並びに食品安全委員会及

び厚生労働省、農林水産省、環境省その他のリスク管理措置を

講ずる行政機関は、相互に連携して、緊急時における国の対処

の在り方等に関するマニュアル（以下「緊急時対応マニュアル」

という。）を作成し、公表するとともに、主要な危害要因等につ

いては、個別に、緊急時対応マニュアルを作成し、公表する。 

 

第５ 関係行政機関の相互の密接な連携（法第１５条関係） 

１ 基本的考え方 

（１）食品健康影響評価は、科学的知見に基づき、客観的かつ

中立公正に行われなければならないことから、消費者庁、

厚生労働省、農林水産省、環境省その他のリスク管理措置

を講ずる行政機関から独立し、専門家で構成される行政機

関である食品安全委員会において行うこととされている。 

 他方、食品健康影響評価の結果に基づき具体的なリスク

管理措置を講ずるに当たっては、食品安全委員会と消費者

庁、厚生労働省、農林水産省、環境省その他のリスク管理

措置を講ずる行政機関及びリスク管理措置を講ずる行政機

関相互の連携を図ることが重要である。 
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ンの促進を図ることが必要である。 

 このため、食品健康影響評価、リスク管理及びリスクコ

ミュニケーションの促進に関し、委員会及びリスク管理機

関の相互間の連携の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）委員会及びリスク管理機関は、食品の安全性の確保に関

する施策が全体として整合的に行われるように努める。 

 

 

 

 

（３）委員会は、必要があると認めるときは、食品の安全性の

確保のため講ずべき施策に関する重要事項を調査審議し、

関係行政機関の長に意見を述べる。 

 

（４）関係府省連絡会議、地方公共団体との連絡会議を定期的

に開催する。 

 また、食品健康影響評価及びリスク管理について、それ

らの公正性及び透明性を確保するためには、消費者庁及び

食品安全委員会並びに厚生労働省、農林水産省、環境省そ

の他のリスク管理措置を講ずる行政機関が相互に連携して

リスクコミュニケーションの促進を図ることが必要であ

る。 

 このため、食品健康影響評価、リスク管理及びリスクコ

ミュニケーションの促進に関し、食品安全委員会並びに消

費者庁及び厚生労働省、農林水産省、環境省その他のリス

ク管理措置を講ずる行政機関の相互間の連携の強化を図

る。 

 

（２）食品安全委員会並びに消費者庁及び厚生労働省、農林水

産省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関は、

研修の実施等により食品の安全性の確保に係る人材を育成

するなど、食品の安全性の確保に関する施策が全体として

整合的に行われるように努める。 

 

（３）食品安全委員会は、必要があると認めるときは、食品の

安全性の確保のため講ずべき施策に関する重要事項を調査

審議し、関係行政機関の長に意見を述べる。 

 

（４）関係府省連絡会議、地方公共団体との連絡会議を定期的

に開催する。 
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２ 委員会とリスク管理機関との連携 

 

委員会は、リスク管理機関との間で、委員会が食品健康影響

評価を行う際のリスク管理機関との連携、リスク管理機関が食

品健康影響評価の結果に基づいてリスク管理措置を講ずる際

の委員会との連携、食品の安全性の確保に関する情報の共有な

ど、連携及び政策調整の具体的な手法について、取極めを締結

し、公表する。 

 

 

 

３ リスク管理機関相互の連携 

食品供給行程の各段階において講じられるリスク管理措置

は、厚生労働省、農林水産省、環境省等の関係各省が所管法令

に基づき総合的に実施するほか、地方公共団体が、国との適切

な役割分担を踏まえて、それぞれの区域の自然的経済的社会的

諸条件に応じて実施するものであり、実施主体が多岐にわたっ

ている。 

このため、リスク管理措置の実施に当たっては、地方公共団

体を含むリスク管理機関相互間の密接な連携を図る必要があ

る。このような観点から、リスク管理機関相互間における連携

の強化を図るための具体的な仕組みを設ける。 

 また、この仕組みに基づき、今後も、リスク管理機関相互の

 

２ 食品安全委員会と消費者庁、厚生労働省、農林水産省、環境

省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関との連携 

食品安全委員会は、消費者庁、厚生労働省、農林水産省、環

境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関との間で取決め

た連携及び政策調整の具体的な手法（食品安全委員会が食品健

康影響評価を行う際のリスク管理措置を講ずる行政機関との連

携、リスク管理措置を講ずる行政機関が食品健康影響評価の結

果に基づいてリスク管理措置を講ずる際の食品安全委員会との

連携、食品の安全性の確保に関する情報の共有など）について、

公表する。また、これらについて必要に応じて見直す。 

 

３ リスク管理措置を講ずる行政機関相互の連携 

食品供給行程の各段階において講じられるリスク管理措置

は、消費者庁、厚生労働省、農林水産省、環境省等の関係各省

が所管法令に基づき総合的に実施するほか、地方公共団体が、

国との適切な役割分担を踏まえて、それぞれの区域の自然的経

済的社会的諸条件に応じて実施するものであり、実施主体が多

岐にわたっている。 

このため、リスク管理措置の実施に当たっては、地方公共団

体を含むリスク管理措置を講ずる行政機関相互間の密接な連携

を図る必要がある。このような観点から、リスク管理措置を講

ずる行政機関相互間における連携の強化を図るために設けられ

た仕組みに基づき、今後も、リスク管理措置を講ずる行政機関
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連絡及び協力を着実に実施する。 

 

第６ 試験研究の体制の整備等（法第１６条関係） 

１ 基本的考え方 

食品の安全性の確保を図るためには、最新の科学的知見に基

づく施策の策定が必要である。このため、試験研究の体制の整

備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他

の必要な措置を講ずることにより、科学的知見の充実に努め

る。 

 

２ 試験研究の体制の整備 

最新の科学的知見に対応し得る試験研究の体制の整備を図

る。 

 

３ 研究開発の推進 

（１）食品の安全性の確保の観点から研究開発における重点課

題を明確にしつつ、食品の安全性の確保に関する研究開発

の更なる推進及び強化を図る。 

 また、研究開発の推進及び強化に当たっては、食品の安

全性の確保に関連する各分野における知見を結集するた

め、委員会及びリスク管理機関において密接な連携を図る

とともに、地方公共団体、民間等の能力も活用することと

する。 

 

相互の連絡及び協力を着実に実施する。 

 

第６ 試験研究の体制の整備等（法第１６条関係） 

１ 基本的考え方 

食品の安全性の確保を図るためには、最新の科学的知見に基

づく施策の策定が必要である。このため、試験研究の体制の整

備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他 

の必要な措置を講ずることにより、科学的知見の充実に努め 

る。 

 

２ 試験研究の体制の整備 

最新の科学的知見に対応し得る試験研究の体制の整備を図

る。 

 

３ 研究開発の推進 

（１）食品の安全性の確保の観点から研究開発における重点課

題を明確にしつつ、食品の安全性の確保に関する研究開発

の更なる推進及び強化を図る。 

 また、研究開発の推進及び強化に当たっては、食品の安

全性の確保に関連する各分野における知見を結集するた

め、食品安全委員会及び消費者庁、厚生労働省、農林水産

省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関にお

いて密接な連携を図るとともに、地方公共団体、民間等の

能力も活用することとする。 
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（２）委員会及び食品の安全性の確保に関する試験研究を行う

試験研究機関は、試験研究の推進に関し、十分な意思疎通

を図る。 

 

４ 研究開発の成果の普及 

食品の安全性の確保に関する研究開発の成果を広く国民に

普及させるため、当該成果について、専門誌への掲載、平易な

言葉による国民への発表等の取組を推進するとともに、委員会

及びリスク管理機関合同によるシンポジウムの開催、技術指

導、研究報告書の配布等を行う。 

 

 

５ 研究者の養成及び確保 

食品の安全性の確保に関する施策の策定に必要な科学的知

見を充実させるためには、食品の安全性の確保に関する高度な

専門的知識を有する者を養成し、これを確保することが不可欠

であることから、食品健康影響評価及びリスクコミュニケーシ

ョンに係る専門家を対象とする研究会等を開催するとともに、

海外の研究者及び専門家の招へい、研究者の海外派遣等を行

う。 

 

第７ 国の内外の情報の収集、整理及び活用等（法第１７条関係） 

１ 基本的考え方 

 

（２）食品安全委員会及び食品の安全性の確保に関する試験研

究を行う試験研究機関は、試験研究の推進に関し、十分な

意思疎通を図る。 

 

４ 研究開発の成果の普及 

食品の安全性の確保に関する研究開発の成果を広く国民に普

及させるため、当該成果について、専門誌への掲載、平易な言

葉による国民への発表等の取組を推進するとともに、食品安全

委員会及び消費者庁、厚生労働省、農林水産省、環境省その他

のリスク管理措置を講ずる行政機関合同によるシンポジウムの

開催、技術指導、研究報告書の配布等を行う。 

 

５ 研究者の養成及び確保 

食品の安全性の確保に関する施策の策定に必要な科学的知見

を充実させるためには、食品の安全性の確保に関する高度な専

門的知識を有する者を養成し、これを確保することが不可欠で

あることから、食品健康影響評価及びリスクコミュニケーショ

ンに係る専門家を対象とする研究会等を開催するとともに、海

外の研究者及び専門家の招へい、研究者の海外派遣等を行  

う。 

 

第７ 国の内外の情報の収集、整理及び活用等（法第１７条関係） 

１ 基本的考え方 
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（１）国民の食生活を取り巻く環境の急速な変化に対応し、国

民の健康への悪影響の未然防止という基本理念の実現に

資するよう、食品の安全性の確保のために必要な措置の適

切かつ有効な実施を図るため、国の内外における食品の安

全性の確保に関する情報の収集、整理及び活用その他の必

要な措置を講ずる。 

 

（２）政府が収集し保有している食品の安全性の確保に関する

情報については、広く一般に公表する。その際、個人情報、

知的財産にかかわる情報等の保護に十分配慮しなければ

ならない。 

 

（３）今後、国内において人の健康に対する被害の発生が予想

されるような危害要因等については、被害の程度、対処の

方法等に関し、国民への適切な情報の提供に努める。 

 

（４）委員会及びリスク管理機関の相互間において、食品の安

全性の確保に関する情報のより一層の共有を図る。 

 

 

 

２ 情報収集の対象範囲 

１の基本的考え方を踏まえ、関係行政機関、外国政府等海外

の関係公的機関、医療機関等関係機関、関係学会、関係団体、

（１）国民の食生活を取り巻く環境の急速な変化に対応し、国

民の健康への悪影響の未然防止という基本理念の実現に資

するよう、食品の安全性の確保のために必要な措置の適切

かつ有効な実施を図るため、国の内外における食品の安全

性の確保に関する情報の収集、整理及び活用その他の必要

な措置を講ずる。 

 

（２）政府が収集し保有している食品の安全性の確保に関する

情報については、広く一般に公表する。その際、個人情報、

知的財産にかかわる情報等の保護に十分配慮しなければな

らない。 

 

（３）今後、国内において人の健康に対する被害の発生が予想

されるような危害要因等については、被害の程度、対処の

方法等に関し、国民への適切な情報の提供に努める。 

 

（４）食品安全委員会及び消費者庁並びに厚生労働省、農林水

産省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関の

相互間において、食品の安全性の確保に関する情報のより

一層の共有を図る。 

 

２ 情報収集の対象範囲 

１の基本的考え方を踏まえ、関係行政機関、外国政府等海外

の関係公的機関、医療機関等関係機関、関係学会、関係団体、
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新聞等マスメディア、学術専門誌、インターネット等を通じ、

広く国の内外における食品の安全性の確保に関する情報につ

いて、その収集、整理及び活用等を行う。 

 

３ 委員会における一元的な情報収集の実施等 

（１）委員会は、国の内外における食品の安全性の確保に関す

る情報を、リスク管理機関と連携しつつ一元的に収集し、

当該情報について、整理、分析及びデータベース化を図る。 

 

 

 

（２）委員会は、（１）のデータベース化に当たっては、海外

における食品の安全性の確保に関する制度、危害情報等に

ついての迅速な検索が可能となるよう努める。 

 

４ 情報の活用及び提供 

（１）委員会及びリスク管理機関は、それぞれが運営するデー

タベースの相互連携を促進することにより、国の内外にお

ける食品の安全性の確保に関する情報の有効かつ適切な

活用を図る。 

 

 

（２）委員会及びリスク管理機関は、それぞれが収集し、整理

した国の内外における食品の安全性の確保に関する情報

新聞等マスメディア、学術専門誌、インターネット等を通じ、

広く国の内外における食品の安全性の確保に関する情報につい

て、その収集、整理及び活用等を行う。 

 

３ 食品安全委員会における一元的な情報収集の実施等 

（１）食品安全委員会は、国の内外における食品の安全性の確

保に関する情報を、消費者庁並びに厚生労働省、農林水産

省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関と連

携しつつ一元的に収集し、当該情報について、整理、分析

及びデータベース化を図る。 

 

（２）食品安全委員会は、（１）のデータベース化に当たっては、

海外における食品の安全性の確保に関する制度、危害情報

等についての迅速な検索が可能となるよう努める。 

 

４ 情報の活用及び提供 

（１）食品安全委員会及び消費者庁並びに厚生労働省、農林水

産省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関は、

それぞれが運営するデータベースの相互連携を促進するこ

とにより、国の内外における食品の安全性の確保に関する

情報の有効かつ適切な活用を図る。 

 

（２）食品安全委員会及び消費者庁並びに厚生労働省、農林水

産省、環境省その他のリスク管理措置を講ずる行政機関は、
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について、相互に連携しながら、報道機関、ホームページ

等を通じ、適切かつわかりやすく国民に提供する。その際、

国民の関心に的確に応えられるよう努める。 

 

 

 

 

第８ 表示制度の適切な運用の確保等（法第１８条関係） 

１ 基本的考え方 

食品の表示の制度については、従来、食品衛生法、農林物資

の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和２５年法律

第１７５号。以下「ＪＡＳ法」という。）、不当景品類及び不当

表示防止法（昭和３７年法律第１３４号）等複数の法律に規定

され、各府省間の連携が不十分なままそれぞれの観点からその

制度が運用されてきたため、同じ表示項目において異なる用語

が使用されることがあるなど、消費者及び事業者双方にとって

わかりにくいものとなっている等の指摘があったところであ

る。 

これを受けて、平成１４年１２月に厚生労働省及び農林水産

省の審議会が共同で「食品の表示に関する共同会議」を設置し、

食品衛生法及びＪＡＳ法に共通する表示項目、表示方法その他

食品の表示に関する基準全般について検討を行ってきたとこ

ろであるが、消費者に対し食品の安全性の確保に必要な情報が

適切に提供され、かつ、食品の表示がわかりやすいものとなる

それぞれが収集し、整理した国の内外における食品の安全

性の確保に関する情報について、相互に連携しながら、報

道機関、ホームページ等を通じ、高齢者や子どもも含め情

報の受け手である消費者に配慮しつつ、適切かつわかりや

すく国民に提供する。その際、国民の関心に的確に応えら

れるよう努める。 

 

第８ 表示制度の適切な運用の確保等（法第１８条関係） 

１ 基本的考え方 

食品の表示は、消費期限やアレルギー物質等の情報が正確か

つ適切に国民に対して提供されることにより、食品の安全性の

確保に重要な役割を果たしていることにかんがみ、消費者庁、

農林水産省等関係機関は、表示制度の適切な運用の確保等に努

める。 

 

２ 表示制度のあり方 

食品の表示制度については、現在、食品衛生法、健康増進法

（平成１４年法律第１０３号）、農林物資の規格化及び品質表示

の適正化に関する法律（昭和２５年法律第１７５号）等複数の

法律に規定されている。 

 これまで、消費者の選択の機会を確保するため、原料原産地

についての表示の拡大、栄養成分表示の義務化に向けた検討、

期限表示のあり方等、早急な対応を要する課題の検討を進め、

結論を得たものから順次措置を講じてきたところである。 
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よう、今後も引き続き、「食品の表示に関する基準全般につい

て、広く国民からの意見も聴きつつ、問題点及び改善方策を検

討する。 

 

 

 

 

２ 普及及び啓発 

（１）食品の表示に関する一元的な相談窓口の一層の充実を始

め、厚生労働省、農林水産省等における相談体制について、

連携の強化を図る。 

 

（２）食品の表示の制度及び内容について、消費者が正しく理

解することができるよう、厚生労働省、農林水産省等は、

パンフレットの作成、説明会の開催等を行うことにより、

これらに関する知識の普及及び啓発に努める。 

 

 

３ 違反に対する監視、指導及び取締り 

厚生労働省、農林水産省等は、食品の表示に対する信頼が確

保されるよう、表示の違反に対する監視、指導及び取締りの強

化、相互の連携の強化並びに地方公共団体及び関係団体との協

力体制の強化に努める。 

 

 平成２３年７月８日に閣議決定された消費者基本計画に基づ

き、食品の表示制度に関する一元的な法律の制定に向けて検討

する。これにより、消費者に対し、食品の安全性の確保に必要

な情報が適切に提供されるとともに、より多くの消費者が実際

に商品を選ぶ際に役に立つわかりやすい食品表示の実現を目指

す。 

 

３ 普及及び啓発 

（１）消費者庁は、食品の表示に関する一元的な相談窓口を一

層充実する。また、消費者庁、農林水産省等関係機関にお

ける相談体制について、連携の強化を図る。 

 

（２）食品の表示の制度及び内容について、消費者及び事業者

が正しく理解することができるよう、消費者庁、農林水産

省等は、パンフレットの作成、説明会の開催等を行うこと

により、これらに関する知識の普及及び啓発に努める。 

 

 

４ 違反に対する監視、指導及び取締り 

消費者庁、農林水産省等は、食品の表示に対する信頼が確保

されるよう、表示の違反に対する監視、指導及び取締りの強化、

会議の開催等による相互の連携の強化並びに地方公共団体及び

関係団体との協力体制の強化に努める。 
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第９ 食品の安全性の確保に関する教育、学習等（法第１９条関係） 

１ 基本的考え方 

食品の安全性の確保を図るためには、国、地方公共団体、食

品関連事業者及び消費者が、それぞれの立場から、その責務又

は役割を果たす必要がある。 

特に、消費者は、食品の安全性の確保に関する知識と理解を

深めるとともに、食品の安全性の確保に関する施策について意

見を表明するように努めることにより、食品の安全性の確保に

積極的な役割を果たすこととされており、そのためには、食品

の安全性の確保に関する教育及び学習の振興並びに食品の安

全性の確保に関する普及及び啓発を図る必要がある。 

 

２ 食品の安全性の確保に関する教育、学習等の推進体制 

委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省等は、相互に

密接に連携して、消費者団体、関係団体等の協力も得つつ、食

品の安全性の確保に関する教育、学習等を推進する。 

 

 

３ 食品の安全性の確保に関する教育、学習等の重点事項 

（１）委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省等は、食

品の安全性の確保に関し、国民の知識と理解を深めるた

め、広報活動に取り組むとともに、食品の安全性の確保に

関する施策に関する意見交換の機会を設ける等の取組を

 

第９ 食品の安全性の確保に関する教育、学習等（法第１９条関係） 

１ 基本的考え方 

食品の安全性の確保を図るためには、国、地方公共団体、食

品関連事業者及び消費者が、それぞれの立場から、その責務又

は役割を果たす必要がある。 

特に、消費者は、食品の安全性の確保に関する知識と理解を

深めるとともに、食品の安全性の確保に関する施策について意

見を表明するように努めることにより、食品の安全性の確保に

積極的な役割を果たすこととされており、そのためには、食品

の安全性の確保に関する教育及び学習の振興並びに食品の安全

性の確保に関する普及及び啓発を図る必要がある。 

 

２ 食品の安全性の確保に関する教育、学習等の推進体制 

食品安全委員会、消費者庁、文部科学省、厚生労働省、農林

水産省等は、相互に密接に連携して、消費者団体、関係団体等

の協力も得つつ、食品の安全性の確保に関する教育、学習等を

推進する。 

 

３ 食品の安全性の確保に関する教育、学習等の重点事項 

（１）食品安全委員会、消費者庁、文部科学省、厚生労働省、

農林水産省等は、食品の安全性の確保に関し、国民の知識

と理解を深めるため、教材等の提供や広報活動に取り組む

とともに、食品の安全性の確保に関する施策に関する意見
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推進する。 

 

（２）「食品衛生月間」を始めとする月間又は週間等の取組を

通じ、事業者のみならず一般家庭を含め、国民的に食品の

安全性の確保に関する理解及び認識を深める機運の醸成

を図る。 

 

（３）学校教育等の場において、栄養教諭制度の創設、学習教

材の作成等の取組を通じ、食品の安全性の確保に関する知

識と理解を深めることができるようにする。 

 

（４）農林水産物の生産並びに食品の製造及び流通の各行程に

関する理解を深めることにより、食品の安全性の確保に関

する国民の理解を促進するため、食品供給行程の各段階に

おける体験学習、普及啓発資材の作成等の取組を推進す

る。 

 

第１０ 環境に及ぼす影響の配慮（法第２０条関係） 

１ 基本的考え方 

食品は、農場、漁場等の環境を直接の基盤として生産される

こと、その製造、加工、流通及び販売の各段階において、化学

物質の使用、廃棄物の発生等に伴い環境に対する負荷が発生す

るおそれがあることから、食品の安全性の確保に関する施策の

策定に当たっては、当該施策が環境に及ぼす影響について十分

交換の機会を設ける等の取組を推進する。 

 

（２）「食品衛生月間」を始めとする月間又は週間等の取組を通

じ、事業者のみならず一般家庭を含め、国民的に食品の安

全性の確保に関する理解及び認識を深める機運の醸成を図

る。 

 

（３）学校教育等の場において、栄養教諭の配置促進、学習教

材の作成等の取組を通じ、食品の安全性の確保に関する知

識と理解を深めることができるようにする。 

 

（４）農林水産物の生産並びに食品の製造及び流通の各行程に

関する理解を深めることにより、食品の安全性の確保に関

する国民の理解を促進するため、食品供給行程の各段階に

おける体験学習、普及啓発資材の作成等の取組を推進する。 

 

 

第１０ 環境に及ぼす影響の配慮（法第２０条関係） 

１ 基本的考え方 

食品は、農場、漁場等の環境を直接の基盤として生産される

こと、その製造、加工、流通及び販売の各段階において、化学

物質の使用、廃棄物の発生等に伴い環境に対する負荷が発生す

るおそれがあることから、食品の安全性の確保に関する施策の

策定に当たっては、当該施策が環境に及ぼす影響について十分
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に配慮し、そのために必要な食品供給行程の各段階における取

組を推進する。 

 

２ 食品供給行程の各段階における環境に及ぼす影響の配慮 

循環型社会形成推進基本法（平成１２年法律第１１０号）、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７

号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成１

２年法律第１１６号）等に基づき、食品供給行程の各段階にお

いて、食品、肥料、飼料、農薬等からの廃棄物及び容器包装ご

みの発生をできる限り抑制し、有用なものについては再生利用

するよう努めるとともに、回収された食品、肥料、飼料、農薬

等を廃棄する場合には、適正に処理を進め、生活環境の保全及

び公衆衛生の向上を図る。 

また、特に、農林水産物の生産段階においては、例えば、現

在、農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）に基づき、農薬の

登録の際に、その使用に伴う農作物を通じた人畜への被害の発

生の防止のみならず、水質の汚濁、生態系等の周辺の環境への

悪影響の防止も考慮して検査しているところである。 

今後も引き続き、農薬取締法に基づき、農薬による生態系に

対する影響の適切な評価及び管理施策の充実を図るなど、農林

水産物の生産段階における環境に対する負荷を低減するため

の取組を推進する。 

に配慮し、そのために必要な食品供給行程の各段階における取

組を推進する。 

 

２ 食品供給行程の各段階における環境に及ぼす影響の配慮 

循環型社会形成推進基本法（平成１２年法律第１１０号）、廃

棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７

号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成１２

年法律第１１６号）等に基づき、食品供給行程の各段階におい

て、食品、肥料、飼料、農薬等からの廃棄物及び容器包装ごみ

の発生をできる限り抑制し、有用なものについては再生利用す

るよう努めるとともに、回収された食品、肥料、飼料、農薬等

を廃棄する場合には、適正に処理を進め、生活環境の保全及び

公衆衛生の向上を図る。 

また、特に、農林水産物の生産段階においては、例えば、現

在、農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）に基づき、農薬の

登録の際に、その使用に伴う農作物を通じた人畜への被害の発

生の防止のみならず、水質の汚濁、生態系等の周辺の環境への

悪影響の防止も考慮して検査しているところである。 

 今後も引き続き、農薬取締法に基づき、農薬による生態系に

対する影響の適切な評価及び管理施策の充実を図るなど、農林

水産物の生産段階における環境に対する負荷を低減するための

取組を推進する。 

別表 食品健康影響評価の対象となる危害要因等の例 
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食品安全基本法第２１条第１項に規定する基本的事項についての 
意見募集結果について 

 
平成２４年６月２９日 
消 費 者 庁 
消 費 者 安 全 課 

 
食品安全基本法第２１条第１項に規定する基本的事項について、平成２４年

５月１１日から平成２４年５月３１日までの間、広く国民の皆様から御意見を

募集したところ、１６件の御意見が寄せられました。 
 頂戴した御意見について下記のとおり取りまとめましたので、お知らせいた 
します。 

 
記 

 

１ 意見公募期間及び提出方法 
（１）意見公募期間 

平成２４年５月１１日から平成２４年５月３１日 
（２）意見提出方法 

郵送、ＦＡＸ又は電子メール等 

 
２ 意見募集の結果 

全件数 １６件 

 
３ 提出された意見と消費者庁の考え方 

別紙のとおり。 
 

以上 
 

 

CO885140
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参考３



食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項に係る
意見募集に対する御意見の概要及び御意見に対する考え方

（別紙）

項目 意見の概要 意見に対する考え方

・「消費者安全の確保の観点をふまえつつ」の追加は、不要であ
る。

・「消費者安全の確保」とは、消費者安全法（平成21年法律第50
号）第2条第3項に規定されているとおり、消費者の消費生活におけ
る被害を防止し、その安全を確保することをいいます。ほとんどの
国民が消費者として消費生活の一環として食品を購入・摂取する現
状を踏まえ、食品の安全性の確保が、消費者安全の確保において重
要な構成要素であることを特に示すために、この文言を追加するこ
とは必要です。

・「消費者安全の確保の観点を踏まえつつ」を「科学的な知見を基
礎として共有しつつ」に変更すべき。

・食品健康影響評価について、「科学的知見に基づいて客観的かつ
中立公正に行わなければならない」と、食品安全基本法第１１条第
３項に既に規定されています。

・食品安全基本法の改正について検討することを、「食品安全基本
法第２１条第１項に規定する基本的事項」の前文に盛り込むべき。

・食品安全基本法に消費者の権利を盛り込むべきことを、前文に明
示すべき。

・消費者庁の担当部署の設置とそれに伴う予算措置がされるよう明
記すべき。

・食品安全基本法等を所掌する消費者庁の担当課において食品安全
に係る事務を所掌しています。その執行のための予算措置も既に講
じられています。

第１
１（１）

・予防原則に従った評価をすべき。 ・食品健康影響評価の実施についての考え方は、食品安全基本法第
11条第3項に「その時点において到達されている水準の科学的知見に
基づいて客観的かつ中立公正に行わなければならない」と規定され
ています。

・「農林水産物の生産段階」に「遺伝子組換え」を追加すべき。 ・「遺伝子組換え食品等」については、現行の基本的事項に記述さ
れている「生物学的な要因」として既に食品健康影響評価の対象と
なっており、これまでにも数多くの評価が既になされているため、
改めて特に記述する必要のないものです。

・食品健康影響評価において、妊婦及び子どもへの格別の配慮につ
いて、追記すべき。

・食品健康影響評価の実施についての考え方は、食品安全基本法第
11条第3項に「その時点において到達されている水準の科学的知見に
基づいて客観的かつ中立公正に行われなければならない」と規定さ
れています。

○ 前文

○ 食品健康影響評価の実施（法第11条関係）

・基本的事項は、食品安全基本法第１１条から第２０条までの規定
により講じられる措置の実施に関して定めるものであり、同法の改
正に係る事項を記述することは不適当です。

第１
１（２）

①

1



第１
２（１）

・「例としては、以下の①～③等が該当する。」の「等」を削除す
べき。

・御意見を踏まえて、「等」を削除します。同様に２（２）の「以
下の①及び②等が該当する」の「等」も削除します。

第１
３（１）

①

・リスク評価機関とリスク管理機関の事前の連携について積極的な
表現にすべき。

・リスク評価機関とリスク管理機関の相互の共通の理解を図ること
は、第１の３（１）①イに既に記述済みです。

・食品健康影響評価及びその結果に基づいた施策の実施に当たって
は、特定の人口集団に対する配慮を重視すべき。

・食品健康影響評価の実施についての考え方は、食品安全基本法第
11条第3項に「その時点において到達されている水準の科学的知見に
基づいて客観的かつ中立公正に行われなければならない」と規定さ
れています。

・食品安全委員会委員から利益相反関係にある者を除外するととも
に、消費者の意見を代表する者を含めるべき。

・食品健康影響評価は、科学的知見に基づいて客観的かつ中立公正
になされる必要があり、また、食品安全委員会は利害調整を行う場
ではないので、消費者の代表が委員となることは、適当でないもの
と考えます。

・食品安全委員会の委員について、利益相反者排除の原則を明示す
べき。

・食品安全委員会では、「食品安全委員会における調査審議方法等
について」（平成１５年１０月２日食品安全委員会決定）に基づ
き、リスク管理機関の審議会の長である場合等には、原則として当
該委員を調査審議等に参加させないこととし、中立公正な評価を確
保しています。

・食品の放射性物質の規格基準は、外部被ばく、内部被ばく双方の
影響を年１ｍＳｖ以下にすることを基本として策定しすべき。

・食品中の放射性物質についての規格基準は、食品健康影響評価の
結果を受け、食品の摂取による追加的な実際の内部被ばくを年間１
ｍＳｖ以下にすることと定めました。外部被ばくの低減について
は、除染の実施等、別途の方策をもって対処すべきものです。

・定量的な評価手法についてはできるだけ早期に行うこと検討され
るように、表現すべき。

・定量的な評価における閾値の基準値設定に関しては、安全性が確
保されない場合についても慎重に評価することが検討されるべき。

・牛肉(内臓を除く）以外の生食用食肉（内臓含む）の規格基準、こ
んにゃく入りゼリーの規格基準を速やかに定めるべき。

・国民の健康の保護の観点から、必要なものについて順次規格基準
を定めており、特定の品目について特に記述することは不適当で
す。

・定量的な評価の手法を含め、リスク評価の手法については、食品
安全委員会において研究を実施しています。

○ 国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響評価の結果に基づいた施策の策定（法第１２条関係）

第１
３（２）

第２
（２）

第１
３（４）
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・消費者庁は、こんにゃく入りゼリーの規格基準の策定など消費者
の食品安全確保のため新たな規制を、積極的に他のリスク管理機関
に働きかけるべき。

・現在でも既に消費者庁として、必要に応じて他のリスク管理機関
に対してリスク管理措置のあり方について意見・要請を述べている
ところです。

・規格基準の整備の対象、基準設定の判断基準を決定し、記載すべ
き。

・規格基準の整備の対象や基準設定の判断基準は、定型的に定める
ことができないため、記述していません。

・国内で販売するための表示についての業務は都道府県が担ってい
るが、国内に流通した後ではなく、輸入直後にチェック（モニタリ
ング、行政検査等）ができるような体制を整備すべき。

・表示に関しては、食品衛生法第19条において「基準に合う表示が
なければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営
業上使用してはならない。」とされ、国内での販売時において適切
な表示を行うことが必要となっています。

・「第2」で(4)として、挿入された事項について、国民の健康の保
護を目的とする食品衛生法で一元的に対処すべき。

・食品安全を確保するための法律は、食品衛生法以外にも複数あり
ます。これらの諸法律に基づく措置では対処できない事案につい
て、平成21年に施行された消費者安全法に基づく措置を講ずること
としたため、この記述を挿入する必要があります。

・都道府県の食品衛生監視員を増員すべき。

・食品表示Ｇメンを食品衛生行政に活用すべき。
・韓国における消費者食品衛生監視員制度を参考にした制度を導入
すべき。
・消費者からの通報制度の法制度化をすべき。
・消費者による行政上の措置請求の制度を導入すべき。
・食品の放射性物質の検査体制は、対象地域で生産・採取された食
品全種を流通前に検査するものであるべき。
・検査機器等の拡充を国の責任において早急に図るべき。
・産地偽装等の防止のため、都道府県の食品衛生監視員による監視
指導を強化すべき。
・消費者安全法に基づく措置や勧告について、的確な措置や勧告を
行うための手順が検討されるように表現すべき。

・御指摘の手順については消費者安全法（平成２１法律第５０号）
第５章「消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置」の各規定
及びこれらに基づく規則により、既に定められています。

・行政機関だけでなく民間のリスク管理機関との連携も入れること
を要望する。

・食品安全基本法第11条から第20条までの措置の実施にあたって各
種の民間の機関とも既に連携をしています。

○ 情報及び意見の交換の促進（法第１３条関係）

・食品中の放射性物質の検査体制の拡充のため、各種の手段により
検査機器の拡充を実施しています。
　また、産地偽装の防止については、ＪＡＳ法に基づき、消費者
庁、農林水産省、都道府県が既に監視・指導を実施しています。

・基本的事項は、食品安全基本法第11条から第20条の措置の実施に
関して定めるものであり、制度・組織の創設・拡充について記述す
るのは不適当です。

第２
（３）

第３
１（２）
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・リスクコミュニケーションが特定の情報の受け手に偏るような印
象を与えないように、「消費者、生産者、流通業者、加工業者等に
配慮」に修正すべき。

・リスクコミュニケーションは食品安全基本法第１３条に規定され
ているとおり、「関係者相互間の情報及び意見の交換」であり、当
該「関係者」には、当然、御意見のとおり生産者、流通業者、加工
業者が含まれ、その旨第４の３に記述しています。「高齢者や子ど
も」を特に記述したのは情報の受発信において特に配慮が必要であ
るためで、リスクコミュニケーションの参加者として限定するもの
ではありません。

・リスク評価やリスク管理措置についての背景や周辺の情報も含
め、単純に図式化するのみではなく、理解しやすい解説方法も検討
されるように表現すべき。

・施策に関する「丁寧な説明」を推進していくことを記述します。

・常に弱者（障がい者や情報弱者）も含めて、情報の受け手及び意
見を述べる主体である消費者と位置づけるべき。

・いわゆる情報弱者に配慮して、リスクコミュニケーションの実施
に努めています。

・リスクコミュニケーションについて、施策に対する消費者からの
意見を反映すべき。
・意見募集の期間や意見交換会等で消費者の意見陳述時間を十分に
とるべき。
・学校設置者は、給食に使用される対象地域の食材が、全て放射性
物質の検査済みのものであることを確認するとともに、検査内容を
保護者に情報提供すべき。

・学校給食の食材についても、食品中の放射性物質に係る規格基準
を遵守したものである必要があります。その検査手法や、情報提供
のあり方については、学校給食を運営する主体によって判断される
べきものです。

・リスクコミュニケーションは形骸化しているので、双方向性を明
確に示し、施策に対する国民の意見が実質的に反映されるよう明示
すべき。

・リスクコミュニケーションについては、施策の策定に国民の意見
を反映することを旨として、双方向性を確保するための取組を既に
行っています。

・評価の経過も含め、分かりやすく解説し情報提供されるように表
現すべき。

・消費者庁はリスク評価機関、リスク管理機関と相互に連携して、
マスメディアから国民へ提供される情報がより正確さを向上させる
ような方法を検討すべき。
・会議議事録、提出資料、食品健康影響評価の結果、勧告、意見等
の内容を公表すべき。また、公表の具体的な方法を明記すべき。

・会議録等を、ホームページにより公表する旨を記述します。

・リスク管理機関がリスク評価機関に提出した資料をホームページ
で公開すること等により、両者の連携について理解しやすいように
情報提供を実施しています。

第３
２

第３
２（１）

・消費者からの意見の反映を実効的なものとするため、意見募集期
間や意見陳述の時間を十分とる等の取組を既に行っています。
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・健康影響評価の公表に当たっては「必要に応じ」ではなく常に
「難しい事をわかりやすく伝える」事を重視して進めるべき。

・食品健康影響評価の評価対象に応じて、その結果を分かりやすく
説明しています。

第３
２（２）

・「関係審議会への幅広い関係者の参画」に当たっては、消費者を
加えることと、関係者の「利益相反」についても公正に対応すべ
き。

・「利益相反」によって審議への影響が及ばないよう、関係審議会
の参加者の決定等に既に配慮しています。

・関連行政機関は、相互に連携して、食品の安全性の確保に関する
消費者等との意見交換会を開催することは必要だが、消費者教育が
基本であることに留意すべき。

・リスクコミュニケーションの実施は、消費者が正確な情報を得
て、自ら考え、自らの消費行動の基礎とすることを目的としていま
す。

・伝える立場のメディアの伝える力を向上させることも検討し、位
置づけるべき。

・リスクコミュニケーションの意義が的確に報道されるよう、メ
ディアに対して丁寧に説明しています。

・厚生労働省の国立医薬品食品衛生研究所の食品関係部門、農林水
産省の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構・食品総合研
究所や独立行政法人農林水産消費安全技術センター（FAMIC）の関係
部門を移管する等の強化を図るべき。

・関係省庁及びその所管する独立行政法人等との連携を図ることに
より、緊急時において「司令塔として」の消費者庁が適切な情報収
集等を行うこととしています。

・今後、新たな緊急事態に対しては、速やかに緊急対策本部を設置
すべき。

・消費者庁に緊急事態に対応できるだけの体制を整備するための人
員と予算を確保すべき。
・「司令塔としての消費者庁が」及び、「消費者庁は一元的に」は
省くべき。

・「司令塔」及び「一元的」の表現は、「消費者行政推進基本計
画」（平成２０年６月７日閣議決定）で用いられているとおり、消
費者庁が中心となって、食品安全に係る緊急の事態に政府一体と
なって対処することにより、迅速な被害の拡大防止、再発防止、被
害救済の実現を目指すことを端的に示すために用いています。

・「農場から食卓まで」とあるが、農産物以外の食品も視野に入れ
た表現にすべき。

・「農場から食卓まで」との表現は、２００３年に国際食品規格委
員会で出された原則に記述されている用語で、生産の場から消費の
場までを示すものです。このことの説明として、「食品の生産から
消費に至る」との趣旨の文言を補います。

第４
２

・緊急時対応に係る体制は具体的にどのようなもので、食品安全行
政の司令塔を担える実行可能性はどれだけあるのか早急に示すべ
き。

・緊急対策本部の設置を含む緊急時の体制について、食品安全に係
る関係府省で協議し、整備、見直しを行っています。

○ 関係行政機関の相互の密接な連携（法第１５条関係）

・緊急事態対応のため、消費者庁に消費者安全法に基づき対処する
体制を取っています。

第３

第４
１

○ 緊急の事態への対処等に関する体制の整備等（法第１４条関係）
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第５ ・食品安全行政については、「都道府県の保健所　⇒　都道府県知
事　⇒　国」に一本化すべき。

・食品安全に関しては、消費生活センター、保健所、都道府県、国
民生活センター及び国の各機関が相互の密接な連携をとることによ
り、その実現を図ることとしています。

第５
１（１）

・リスク管理措置に当たっても、食品安全委員会と消費者庁等のリ
スク管理措置を講ずる行政機関の連携を図ることが重要である。

・食品安全委員会と、リスク管理措置を講ずる行政機関の連携を既
に実施しています。

第５
２

・リスク管理措置について、どういった評価がなされるべきか、ど
のような資料が必要なのか、リスク評価機関とリスク管理機関の事
前の連携についての公表も国民が理解しやすい方法が検討されるべ
き。

・リスク管理機関がリスク評価機関に提出した資料をホームページ
で公開すること等により、両者の連携について理解しやすいように
情報提供を既に実施しています。

第６
３

・研究開発の推進及び強化に当たっては、各分野における知見を結
集するため、国・地方公共団体、民間等の密接な連携が必要であ
る。

・研究開発の推進のための、国・地方公共団体、民間等の密接な連
携を既に実施しています。

第６
３、４

・「リスク管理を講ずる行政機関」に、消費者委員会も加えるべ
き。

・消費者委員会は、その所掌事務として食品のリスク管理を行って
いないため、加えていません。

第６
４

・食品の安全性の確保に関する研究開発の成果を広く国民に普及さ
せるため、当該成果について消費者にも周知させるべき。

・研究開発の成果の普及のための、様々な取組を既に実施していま
す。

・福島県民の被ばく、特に食品摂取の影響を継続的に調査すべき。 ・食品中の放射性物質の摂取による被ばくについて調査し、その影
響についての研究を行っています。

・食品の安全性の確保に関する施策の策定に必要な科学的知見を充
実させるためには、食品の安全性の確保に関する高度な専門的知識
を有する者の養成が必要である。

・専門的知識を有する者の養成のための様々な取組は、既に実施し
ています。

・食品安全委員会における一元的な情報の収集を進めるべき。その
際に、ヒヤリハット情報の収集にも力を注ぐべきである。

・食品安全委員会では、既に関係行政機関、外国政府や国際機関等
海外の関係公的機関、医療機関等関係機関、関係学会、関係団体、
国内外のマスメディア、学術専門誌、インターネット等を通じ、広
く国の内外における食品の安全性の確保に関する情報を収集してい
ます。また、食の安全ダイヤルや食品安全モニター制度を設け、広
く国民の皆様から食の安全に関する意見・情報を収集しています。

・低線量被ばくについて、殊更安全性を強調すべきではない。

・放射性物質の含まれる食品については、過剰摂取を控えるように
注意喚起を促すべき。

第６
５

第７

・食品中の放射性物質に関しては、消費者が正確な情報を得て、自
ら考え、自らの消費行動の基礎とすることを目的として、情報提供
を行っています。

○ 試験研究の体制の整備等（法第１６条関係）

○ 国の内外の情報の収集、整理及び活用等（法第１７条関係）

6



第７
１（２）

・情報提供が後手に回り被害が拡大することがないようにすべき。 ・情報の公開に当たっては、適時かつ的確に実施しています。

第７
２

・「関係行政機関」が漠然としている。地方公共団体も含めて具体
的に記述すべき。

・関係行政機関には、国の他の行政機関や地方自治体を含みます。

・「情報の受け手である消費者」は「広範な情報の受け手」とすべ
き。

・情報の受け手には当然、国民全般が含まれます。「高齢者や子ど
も」も含めた情報の受け手である消費者を特に記述したのは、情報
の受発信において特に配慮が必要であるためであり、限定する趣旨
ではありません。

・情報を必要とする消費者へ、必要な情報が届くような方策を考え
るべき。

・情報の公開に当たっては、適時かつ的確に実施しています。

・アレルギー物質の情報提供は、食品自体の安全性を確保するもの
ではない。

・消費期限、アレルギー物質の表示、保存方法などは、食品の摂取
に係る衛生上の危害防止の観点から重要な役割を果たしています。
このような面を食品の安全性と記述しています。

・食品の表示は、国民の健康の確保でもあることを加えるべき。 ・食品の表示は、食品の安全性の確保に重要な役割を果たしている
旨、国民の健康の確保の基礎となるものとして食品安全基本法第１
８条に規定されています。

・表示すべき食品表示の項目、内容は、食に関する消費者の権利を
確保するために必要かつ十分な内容とすべき。
・表示制度についても言及し、消費者の権利確保を目的とする旨明
示すべき。
・放射性物質についての測定値，測定機器及び検出限界を表示する
制度を導入すべき。
・放射性物質についての食品の基準値の１０分の１以下の測定値で
あったことを表示する任意の表示制度を国において整備すべき。
・「商品を選ぶ際に役立つわかりやすい食品表示」は、食品安全基
本法としては適用範囲が広すぎることから不適切である。

・「これまで消費者の選択の機会を確保するため、原料原産地につ
いての表示の拡大、栄養成分表示の義務化に向けた検討」を省くべ
き。

第７
４（２）

第８
１

第８
２

・表示制度の在り方については、食品の表示制度に関する一元的な
法律の制定に向けて検討する中で議論していくものです。

・食品中の放射性物質の値については、全量検査ができないため、
その表示に係る制度を導入することは困難です。

・当該記述はこれまでの食品表示制度全般に関して順次見直しや検
討を行ってきたものの例示です。食品表示は様々な目的のものを含
んでいますが、これまでの取組を踏まえた上で、食品の表示制度に
関する一元的な法律の制定に向けて検討することを示すため、その
論点となりうるものについて記述しています。

○ 表示制度の適切な運用の確保等（法第１８条関係）
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・食品の安全性の確保に必要な情報は、現在でも既に提供されてい
ることから、「これにより、消費者に対し、食品の安全性の確保に
必要な情報が適切に提供されるとともに、より多くの消費者が実際
に商品を選ぶ際に役に立つわかりやすい食品表示の実現を目指
す。」を、「これにより、消費者、事業者等に対し、わかりやすい
食品表示の実現を目指す。」に修正すべき。

・食品の安全性の確保のためにどのような情報が必要かについて
は、不断の見直しを行っていく必要があるため、当該記述が適当で
す。

・食品の表示制度に関する一元的な法律の制定に向けての検討につ
いては、スピード感を持って取り組むべき。

・食品の表示制度に関する一元的な法律の制定に向けて検討をして
います。

第８
４

・食品表示の違反に対して早急に対応できる体制が必要である。 ・食品表示に関する違反事案に対しては、消費者庁、農林水産省、
厚生労働省、地方公共団体等の関係行政機関が連携して取り組んで
います。

・食品安全委員会が安全性を認めたものについては、消費者の「安
全性」に対する誤った理解を正し、風評被害が起きないような消費
者教育を実施すべき。

・食品安全委員会が行っている食品健康影響評価の意義について、
消費者に様々な形でお知らせし、その理解の促進を図っています。

・消費者は、食品を安全に食べるための科学的な知識や食品表示の
理解が必要。それらが義務教育でなされることが必要で、そのよう
に明記すべき。

・食品の安全性を含む食に関する教育・学習は、食育基本法（平成
１７年法律第６３号）に基づく食育の一環として、各般の取組をす
でに実施しています。

第９
２，３

・食品の安全性の確保に関して理解することが重要。学校教育だけ
でなく、地方行政機関、地方公共団体や消費者団体、消費生活セン
ター、図書館など様々な場において消費者が情報を得られるような
取組が必要である。

・関係府省で食品の安全性に係る情報提供の取組を行っており、消
費者庁でもホームページの消費者教育ポータルサイト等において情
報提供を実施しています。

別表 ・別表「食品健康影響評価の対象となる危害要因等の例」を削除し
た理由を示すべき。

・食品安全基本法の制定以来の９年間の食品健康影響評価の経験を
踏まえ、その対象となる危害要因の例について蓄積がなされ、あえ
て例として示す意義がなくなったため別表を削除します。

・食品表示全般に関して英語表記も行う。 ・この意見はパブリックコメントの対象ではありませんが、今後の
業務の参考とします。

・レバ刺し禁止を撤回すべき。 ・現時点では、牛レバーを安全に生食するための有効な予防対策が
見出されていないことから、牛の生食用肝臓の販売・提供の禁止は
適切な措置です。

その他

第９

○ 食品の安全性の確保に関する教育、学習等（法第１９条関係）

○別表、その他
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・健康食品について、その実態を調査し、表示、広告、販売方法に
ついて規制を行うべき。

・いわゆる健康食品については、他の食品と同様、食品衛生法等の
適用により、その安全性や表示について対処しています。このため
いわゆる健康食品についてのみ特に記述する必要はないと考えま
す。

・食中毒事件・食品事故の被害者救済制度の創設を検討し、実施す
ることを基本的事項に盛り込むべき。

・基本的事項は、食品安全基本法第11条から第20条の措置の実施に
関して定めるものであり、新たな制度の創設について記述するのは
不適当です。

・消費者庁、食品安全委員会とも検査や執行のための機関を持つべ
き。

・消費者庁は、消費者安全法（平成２１年法律第５０号）等を執行
する体制を既に備えています。食品安全委員会は、食品安全基本法
（平成１５年法律第４８号）に基づき、独立して科学的知見に基づ
き客観的かつ中立的にリスク評価を行う組織です。このため、独自
の検査や執行を行うことがなく、かかる機関をもつ必要がありませ
ん。

・国が食品事故の被害者を救済する制度を創設することを、基本的
事項に盛り込むべき。

・基本的事項は、食品安全基本法第11条から第20条の措置の実施に
関して定めるものであり、新たな制度の創設について記述するのは
不適当です。

・現状とは何が異なるのか、「消費者庁」が関係省庁として名を連
ねるだけでは不明なので、より明確な記述とすべき。

・消費者庁がリスク管理措置を行い、またリスクコミュニケーショ
ンに係る事務の調整を行うこと等の食品安全行政に係る体制の変更
等について明記しています。
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